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平成21年９月11日 開会 

平成21年９月30日 閉会 

  （定例第７回） 



南部町告示第72号

平成21年第７回南部町議会定例会を次のとおり招集する。

平成21年８月26日

南部町長 坂 本 昭 文

記

１．期 日 平成21年９月11日

２．場 所 南部町議会議場

○開会日に応招した議員

板 井 隆君 仲 田 司 朗君

雑 賀 敏 之君 植 田 均君

景 山 浩君 杉 谷 早 苗君

赤 井 廣 昇君 青 砥 日出夫君

細 田 元 教君 井 田 章 雄君

足 立 喜 義君 秦 伊知郎君

亀 尾 共 三君 石 上 良 夫君

○応招しなかった議員

な し
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平成21年 第７回（定例）南 部 町 議 会 会 議 録（第１日）

平成21年９月11日（金曜日）

議事日程（第１号）

平成21年９月11日 午前10時30分開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 行政報告

日程第５ 諸般の報告

日程第６ 報告第３号 平成20年度健全化判断比率について

日程第７ 報告第４号 平成20年度資金不足比率について

日程第８ 報告第５号 法人の経営状況について

日程第９ 議案第83号 会見小学校屋内運動場耐震補強⋞大規模改修工事に関する変更契約の締

結について

日程第10 議案第61号 平成20年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第11 議案第62号 平成20年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第12 議案第63号 平成20年度南部町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第13 議案第64号 平成20年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第14 議案第65号 平成20年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第15 議案第66号 平成20年度南部町建設残土処分事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第16 議案第67号 平成20年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第17 議案第68号 平成20年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第18 議案第69号 平成20年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て
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日程第19 議案第70号 平成20年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第20 議案第71号 平成20年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第21 議案第72号 平成20年度南部町水道事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第22 議案第73号 平成20年度南部町病院事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第23 議案第74号 平成20年度南部町在宅生活支援事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第24 議案第75号 南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正について

日程第25 議案第76号 南部町国民健康保険条例の一部改正について

日程第26 議案第77号 南部町営住宅条例の一部改正について

日程第27 議案第78号 町道路線の認定について

日程第28 議案第79号 平成21年度南部町一般会計補正予算（第３号）

日程第29 議案第80号 平成21年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第30 議案第81号 平成21年度南部町老人保健特別会計補正予算（第１号）

日程第31 議案第82号 平成21年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 行政報告

日程第５ 諸般の報告

日程第６ 報告第３号 平成20年度健全化判断比率について

日程第７ 報告第４号 平成20年度資金不足比率について

日程第８ 報告第５号 法人の経営状況について

日程第９ 議案第83号 会見小学校屋内運動場耐震補強⋞大規模改修工事に関する変更契約の締

結について

日程第10 議案第61号 平成20年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第11 議案第62号 平成20年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第12 議案第63号 平成20年度南部町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について
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日程第13 議案第64号 平成20年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第14 議案第65号 平成20年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第15 議案第66号 平成20年度南部町建設残土処分事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第16 議案第67号 平成20年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第17 議案第68号 平成20年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第18 議案第69号 平成20年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第19 議案第70号 平成20年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第20 議案第71号 平成20年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第21 議案第72号 平成20年度南部町水道事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第22 議案第73号 平成20年度南部町病院事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第23 議案第74号 平成20年度南部町在宅生活支援事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第24 議案第75号 南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正について

日程第25 議案第76号 南部町国民健康保険条例の一部改正について

日程第26 議案第77号 南部町営住宅条例の一部改正について

日程第27 議案第78号 町道路線の認定について

日程第28 議案第79号 平成21年度南部町一般会計補正予算（第３号）

日程第29 議案第80号 平成21年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第30 議案第81号 平成21年度南部町老人保健特別会計補正予算（第１号）

日程第31 議案第82号 平成21年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

出席議員（14名）

１番 板 井 隆君 ２番 仲 田 司 朗君

３番 雑 賀 敏 之君 ４番 植 田 均君

５番 景 山 浩君 ６番 杉 谷 早 苗君

７番 赤 井 廣 昇君 ８番 青 砥 日出夫君
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９番 細 田 元 教君 10番 井 田 章 雄君

11番 足 立 喜 義君 12番 秦 伊知郎君

13番 亀 尾 共 三君 14番 石 上 良 夫君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 谷 口 秀 人君 書記 伊 藤 真君

書記 古 曳 正 之君

書記 本 田 秀 和君

説明のため出席した者の職氏名

町長 坂 本 昭 文君 副町長 藤 友 裕 美君

教育長 永 江 多輝夫君 病院事業管理者 田 中 耕 司君

総務課長 森 岡 重 信君 財政室長 唯 清 視君

企画政策課長 長 尾 健 治君 地域振興統括専門員 仲 田 憲 史君

税務課長 米 澤 睦 雄君 町民生活課長 分 倉 善 文君

教育次長 稲 田 豊君 病院事務部長 陶 山 清 孝君

健康福祉課長 前 田 和 子君 保健対策専門員 櫃 田 明 美君

建設課長 三 鴨 義 文君 上下水道課長 頼 田 泰 史君

産業課長 景 山 毅君 監査委員 須 山 啓 己君

議長あいさつ

○議長（石上 良夫君） おはようございます。平成２１年９月定例議会を開催するに当たりまし

て、一言ごあいさつを申し上げます。

秋の気配が感じられますものの、まだまだ残暑厳しき毎日でございます。議員各位には精力的

に日常の活動をいただいておりますこと、御同慶にたえません。

先般、執行されました衆議院総選挙で圧倒的な勝利を飾った民主党を中心に、３党による連立
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政権協議は調い、１６日には新内閣が誕生いたします。我々地方議会も新政権が打ち出す政策を

かたずをのんで見守っていますが、特に、新政権が掲げる地域主権に大いに期待し、地方分権の

推進を望むものであります。

さて、本定例会におきましては、２０年度決算認定が１４件、補正予算案４件、条例の一部改

正案が３件、工事変更契約ほか２件、合わせまして２３件の付議案件について御審議いただく予

定となっております。

諸議案の内容につきましては、後ほど町長から説明がございますが、議会といたしましては町

民の要望にこたえるべく、提出されております諸議案に対しまして慎重審議いただき、適正かつ

妥当な議決に達することをお願いいたしまして、９月定例会における議長の冒頭開会ごあいさつ

といたします。

町長あいさつ

○町長（坂本 昭文君） ９月定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。

議員各位におかれましては、平素は町政の推進に議員活動を通じまして、何かと御協力をいた

だいておりまして、厚くお礼を申し上げる次第であります。

６月定例会以降、今日まで、町内では大きな事件や事故はなく、安定的に町民生活は推移をし

ておるということでございます。

何点か御報告申し上げておきたいと思います。７月３日、天萬地区で焼却炉の火災ということ

で消防団出動。また、８月１日には、竹やぶ掃除で竹を燃やしておったということで通報があり

まして、消防団が出動しておりますけれども、いずれも大きな火災ではないということでござい

ます。それから、８月２９日には、町内で新型インフルエンザ発症の事例が起きまして、町民の

皆様へ防災無線などでお知らせをしたところでございます。本格的な流行期を迎えまして、町民

の皆様には、ぜひ手洗いやうがいなど励行していただきまして、新型インフルエンザの蔓延を防

いでいただきますように、本議場を通じまして、よろしくお願いを申し上げたいと思います。

先ほど議長さんもお話しになりましたけれども、８月３０日には総選挙が行われまして、御案

内のとおりでございます。民主党の圧倒的勝利、３０８議席を獲得して政権交代が実現すること

となったわけでございます。新政権におかれましては、国家、国民のために、しっかりとした政

策で我が国の発展を期していただきたいと、エールを送る次第でございます。

８月末の人口でございますけれども、１万１，８７６人でございます。そしてこの間、２０人

のお方が出生され、そして、４３人のお方がお亡くなりになっておるわけであります。それぞれ
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の皆様の健やかな御成長と、そして、心からなる御冥福を、本議場を通じてお祈りをする次第で

ございます。

本議会におきましては、平成２０年度の決算認定をいただく議会でございます。２３議案の上

程をし、御審議をいただくわけでございますが、いずれの議案につきましても、町政発展のため

には、ぜひ御承認をいただきたい議案ばかりでございます。よろしく御審議を賜りまして、全議

案とも御賛同賜り御承認をいただきますように、よろしくお願いを申し上げまして、開会のごあ

いさつにかえたいと思います。

午前１０時３０分開会

○議長（石上 良夫君） ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、平成２１年第７回南部町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

⋞ ⋞

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（石上 良夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、次の２人を指名いたします。

１２番、秦伊知郎君、１３番、亀尾共三君。

⋞ ⋞

日程第２ 会期の決定

○議長（石上 良夫君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、２０日間といたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、２０日間と決定いたしました。

⋞ ⋞

日程第３ 議事日程の宣告

○議長（石上 良夫君） 日程第３、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

⋞ ⋞

日程第４ 行政報告
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○議長（石上 良夫君） 日程第４、行政報告を行います。

町長より報告を受けます。

町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 行政報告を行います。

西部町村会で８月３１日から９月１日にかけて、岐阜県と富山県に視察研修に参加いたしまし

たので御報告をいたします。

最初の訪問地である岐阜県揖斐川町にあるラーニングアーバー横蔵は、廃校を利用したレスト

ランや宿泊施設で成功をおさめております。ちなみに、ラーニングアーバーとは学びの森という

意味でございます。経営者の小林正美さんは大学に３５年間勤務され、学生を間近に見続けてこ

られた結果、若者には生きる力、生活力が不足しており、これを身につけるには教室の中の勉強

だけでは無理であると、生活体験、社会体験、とりわけ失敗体験が必要であると、このように話

されました。教育を３つに分けて考えておられまして、自助の教育、公助の教育、そして共助の

教育と、学び合い、励まし合い、生活の中で学ぶという、この共助の教育でございますが、この

共助の教育の場を廃校利用でみずから実践をされております。年収１，４００万円もの大学職員

の身分を捨てて地元に帰り、廃校を利用して、若者にさまざまな体験のできる学びの場をスター

トさせておられます。愛知県や岐阜県を中心にスポーツクラブなどに所属する若者が、年間約６，

０００人合宿に利用しておりまして、経営的には開業コストに９，５００万円程度かかっており

ますけれども、町がこのうち約６，０００万円補助をし、３，５００万円ぐらいが自己負担でス

タート。初年度と２年目は赤字でございましたけれども、４年目から黒字化に成功し、４年目で

１，０００万、５年目で１，５００万円の黒字化を果たしておるということでございます。経営

のコツでございますけれども、ＮＰＯ法人ＪＵＡＮＮという法人があります。これがイベントな

どを運営し、宿泊やレストランの運営は、樹庵という個人の会社が運営する形態ということでご

ざいました。その理由は、ＮＰＯ法人では相談している間に終わってしまうということでござい

まして、ホテルや宿泊といった直接的な収益部分はやらない方がよいと。また、地域でさまざま

な特技を持って活躍しておられるお方を、３５人ぐらい講師としてお願いしまして、これを組織

化し、ネットワークとして活用しておるということでございます。講師料は３，０００円程度で

すけれども、副収入を確保できることや、若者との触れ合いで好評とのことであります。自然恋

しさだけではリピーターが来ないと、これらの講師先生方との触れ合いや、交流による人恋しさ

が必要であるという言葉が印象的でございました。

次に、富山県氷見市における空き家施策についてであります。能登半島のつけ根に位置する漁
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業の町ですが、面積が２３０平方キロメートルで人口約５万５，０００人であります。氷見市で

は第７次総合計画で５つの挑戦の一つとして、６万人定住と２００万人交流の都市づくりを課題

として取り組んでおります。これは高速道路が開通し、東海北陸道とつながり、名古屋まで３時

間程度となって、中京圏からの観光入り込み客や、企業誘致に期待が高まってることが上げられ

ております。その中で、５，０００人の定住人口の増加を目標として、空き家対策にも取り組ん

でおるということであります。具体的には、空き家の所有者、管理者が情報の提供登録を行いま

して、空き家の利用希望者が空き家の問い合わせ、申し込みを行うことができる、公共の空き家

情報バンクを設置しております。この空き家情報バンクが情報交差点として機能して、話がまと

まれば当事者同士で交渉し、契約をすると。また、空き家情報バンクで下見助成制度を創設しま

して、下見に訪れるお方に交通費の半額、１人３万円で２名まででございますけれども、これを

助成しております。その結果、１３世帯３８人が転入され、成果をおさめているとのことでござ

いました。現況は、バンクの登録件数が２４件、利用希望者４３家族ということで、ストックが

あるわけであります。また、南部町で行っております定住促進奨励金制度も持っておりました。

固定資産税相当額を３年間で５０万円を限度で交付して、応援をしておるということでございま

す。

一方、市内の商店街の空き店舗を改装して、平成１８年１１月にヤモリカフェということでオ

ープンをしております。ここは埼玉県から移住してこられた方が、飲食業未経験ながら店長を引

き受けて、そこで繰り広げられるさまざまな取り組みが印象的でありました。昼はランチを中心、

夜はワインと軽食を中心に提供するわけですけれども、このカフェで月に２回から３回の頻度で

まちづくり塾を開催し、会費は無料、出入り自由で、観光、情報、ファンドなど、まちづくりに

関連したテーマによる研究会で、毎回２０人ぐらいが参加しておるということであります。カフ

ェという空間での研究会と、終了後の交流で成果が上がっておるということです。例えば、地元

の主婦グループによる特産品の商品化や、イベント開催の企画、定年退職を目前にした市役所職

員などの、まちづくり意識が高まるなどの動きとしてあらわれておりました。今後、団塊世代サ

ラリーマンの退職に伴い、彼らの移住受け入れや、まちづくりへの参画に、期待が非常に高まっ

ておるということでございます。これまでの町内会など、地縁組織はリーダー層の高齢化が進み、

行政組織との連携に支障を来している現状から、住民自治組織の新たなリーダーとして、団塊世

代に大きな期待を寄せておると。そして、まちづくりの拠点としてのヤモリカフェが、移住者の

知恵やエネルギーを生かす場として生かされていることに学ぶ点がございました。以上、行政報

告といたします。
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⋞ ⋞

日程第５ 諸般の報告

○議長（石上 良夫君） 日程第５、諸般の報告を行います。

西部町村議会議長会の行政調査報告をいたします。

去る７月１５日から１６日にかけまして、三重県津市の竹原地区及び和歌山県勝浦町色川地区

におきまして、調査目的である集落機能の再生、推進事業の内容と成果、集落未来図の作成方法、

地域づくりと人材育成方法等を調査いたしました。両地区とも急峻な地形と狭隘な道路、高地に

集落が点在する地域であります。

竹原地区におきましては、地域住民の議論でみずから作成した実施計画を基本に協議会を設置

し、住民参加による集落未来図を作成、前例にとらわれない柔軟な発想のできる人材、地域にお

いて特徴的な活動をしている人、また奇人変人をうまく活用し、活動事例をまとめたデータベー

スの検討等、特徴的な取り組みがなされ、県と市が地域を対象に集落実態調査を実施し、総務省

の地域人材活性化事業で、人材を地方に派遣する事業も取り組まれておりました。今後、森林セ

ラピー基地事業、空き家情報バンク制度などを組み合わせ、自然、歴史等の地域資源を活用し、

若い世代の参画、リーダー育成につなげていきたい、そういう希望でありました。

次に、和歌山県勝浦町色川地区の特徴的な取り組みを報告いたします。色川地区は、昭和３０

年代は約３，０００人の人口があり、農林業や多くの鉱山労働者で村には非常に活気がありまし

たが、４０年代ごろより農林業の衰退、鉱山の閉鎖、高齢化による休耕田の増加、また林業の不

振等により、現在の人口は２４０世帯、人口４６０人となっております。そのうちの３割はＩタ

ーン者である新規定住者でありまして、村のために来るのではなく、自分の夢のために色川にや

ってくる人が圧倒的に多いと言われておりました。新規定住者で区長、育友会、消防団など、地

域に果たす役割もますます大きくなっていて、新旧住民が融和する中で、ともに地域活性化を図

ろうとしております。色川地域集落支援員を条例により設置し、集落の課題、問題点を把握し、

今後の取り組みにつなげております。支援員の人材は新規定住者を活用し、非常勤特別職として

月に１５日程度集落を巡回し、活動日誌、町の担当者、地区の代表者と定期的に活動内容を検討

し、行政との連携を図っておりました。調査地は典型的な棚田農業でありまして、働く場もほと

んどありませんでした。経済的には非常に厳しい生活実態があると認識をしたところでございま

す。新規定住者の次の世代は果たして村を守られるのか、大きな不安を感じたことも事実であり

ました。以上で諸般の報告を終わります。

次に、去る８月３１日に議員全員研修会を開催し、振興協議会と語ると題して会長、副会長と
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意見交換を行い、地域振興区の現状や成果、そして課題について議会として理解を深めた次第で

あります。

また、議員派遣報告は、お手元に配付のとおりであります。

⋞ ⋞

日程第６ 報告第３号 及び 日程第７ 報告第４号

○議長（石上 良夫君） お諮りいたします。この際、日程第６、報告第３号、平成２０年度健全

化判断比率について及び日程第７、報告第４、平成２０年度資金不足比率についてを一括して報

告を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 町長より報告を受けます。

総務課長、森岡重信君。

○総務課長（森岡 重信君） 総務課長でございます。報告第３号、平成２０年度健全化判断比率

について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成２０年度決算に基

づく健全化判断比率を次のとおり報告するものでございます。

１ページめくっていただきまして、平成２０年度の健全化判断比率報告書ということで、表に

まとめております。

実質赤字比率及び連結実質赤字比率、これは赤字はございませんのでゼロとしております。３

番目ですが、実質公債費比率１７．２％、将来負担比率が１５０．８％となっております。標準

財政規模４３億２，１７９万３，０００円をベースに求めたものでございます。

右の欄に早期健全化基準並びに財政再生基準を記載をしております。以上、報告をいたします。

続きまして、報告第４号に移ります。平成２０年度資金不足比率について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２０年度決算に

基づく資金不足比率を次のとおり報告するものでございます。

平成２０年度資金不足比率報告書。会計、それから資金不足比率を書いております。資金不足

はございませんでしたのでゼロとなっております。

右の欄に経営健全化基準、それから各事業会計の事業規模を記載をしております。以上、報告

をします。

○議長（石上 良夫君） 報告が終わりました。

特に質疑がありましたら許可をいたしたいと思います。ございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 質疑がありませんので、以上で終結いたします。

⋞ ⋞

日程第８ 報告第５号

○議長（石上 良夫君） 日程第８、報告第５号、法人の経営状況についてを行います。

町長からその報告を求めます。

副町長、藤友裕美君。

○副町長（藤友 裕美君） 報告第５号、法人の経営状況について。

地方自治法第２４３条の３第２項の規定によりまして、次の法人の経営状況を説明するものを

議会に提出をいたすものでございます。

それぞれ、法人の概要の説明については担当課長から申し上げますので、よろしくお願い申し

上げます。

○議長（石上 良夫君） 企画政策課長、長尾健治君。

○企画政策課長（長尾 健治君） 企画政策課長でございます。平成２０年度西伯郡南部町土地開

発公社の決算状況について御報告申し上げます。

主な事業といたしましては、以下に述べるとおりでございます。平成２０年度は、新規事業は

なく継続事業として、平成１９年度に開設したミトロキリサイクルセンターで、引き続き建設残

土の受け入れを行っております。２０年度実績としまして、センター開所可能日数２８３日に対

して、残土搬入日数２２０日で、センター稼働率７７．７％となり、４万４，５８５立方メート

ルの残土の受け入れを行いました。

アクロ用地取得とカントリーパーク用地取得の償還を行いました。アクロ用地は償還期間９年、

カントリーパーク用地は償還期間５年で、平成２０年度は各２回の返済をいたしました。アクロ

用地は平成２５年に償還終了予定で残り８回の返済を、カントリーパーク用地は平成２４年に償

還終了予定で残り６回の返済を予定しております。用地の保有状況は、アクロ用地の４，１６２

平方メートル、カントリーパーク用地６万８，１３０平方メートルとなっております。

なお、平成２０年度における決算状況は、損益の部で総収入８，５０７万８，５２２円に対す

る総支出が６，３６１万３，６９６円、差し引き２，１４６万４，８２６円の純利益となってお

り、次期へ繰り越しとしております。これはミトロキリサイクルセンターの経営が順調に行われ

ているためです。今後とも「公有地の拡大の推進に関する法律」を遵守し、引き続き経費節減に

努め、健全な財政運営に心がけ、各種事業の円滑な推進を図ります。
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資料はございますが、今申し述べましたことの詳細が資料に書いてありますので、よろしくお

願いします。

なお、監査につきましては本年５月２９日に、２名の監事さんにより受けておるところでござ

います。以上であります。

○議長（石上 良夫君） 産業課長、景山毅君。

○産業課長（景山 毅君） 産業課長であります。続きまして、財団法人南部町地域振興会の経営

状況について報告をいたします。

これは、緑水園ほか、周辺施設の管理運営が主な事業でございます。収支総括につきましては、

ごらんをいただいたらというふうに思います。

主なところを申し上げますと、アメリカ発の世界同時不況の影響、食料品の農薬等の毒物混入

事件の影響等ありましたけども、法事に重点を置きながら、個別家庭訪問の営業活動で顧客の確

保に努めてまいりました。

結果として、税引き後、当期利益は４５万円足らずと目標を大きく割り込みましたが、黒字計

上を確保することができました。

ということで、２ページから３ページにかけまして、各施設の状況を記載しておりますので、

ごらんいただきたいというふうに思います。

６ページの損益計算書をごらんいただきたいと思いますが、ここに２０年度決算額という項目

がございます。ここで御説明をしたいというふうに思いますけども、純売上高１億５，４２７万

７，９７４円、売上原価４，５２２万２，４７１円、売上総利益１億９０５万５，５０３円とい

う売上総利益を上げております。

販売費及び一般管理費ですけども、１億８８３万９，２７５円を使っております。この内訳に

つきましては、７ページの方に明細が記載してありますので、ごらんをください。

営業利益につきましては、２１万６，２２８円を計上しております。営業外の収益３９万８，

５２４円、営業外費用１万円、経常利益といたしまして６０万４，７５２円。法人税等充当額で

１５万６，３００円を引きますと、当期純利益は４４万８，４５２円という結果でございました。

続きまして、財団法人南部町農村振興公社の経営状況について報告をさせていただきます。

主な事業は、農作業の受託及び委託に関する事業と、食材供給受託事業でございます。農作業

の受託及び委託に関する事業は水稲作業、大豆作業及びソバ作業の受託及び必要に応じて担い手

への再委託を行っております。

作業量につきましては、２ページの方に記載のとおりでございます。
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食材供給受託事業につきましては、町内の公共施設、給食センター、ゆうらく、祥福園、西伯

病院、各保育園に地元食材を供給するに当たり、食材の受注、発注及び食材代金の請求、支払い

を行っております。

４ページをごらんいただきたいと思いますが、正味財産増減計算書ということで、当年度のと

ころを見ていただきたいと思いますが、基本財産運用益として３万５，０１９円、農作業受託収

入１，２４８万５，１０５円、中ほどになりますけども集出荷事業収入９４万６，４８８円、受

け取り補助金等で５３４万７，６１９円、雑収益といたしまして２万３，２７２円ということで、

経常収益の計が１，８８３万７，５０３円でございます。

次に経常費用でございますけども、事業費１，４５０万９，７５３円、下から２番目になりま

すけども管理費として４１５万６９２円、経常費用の計ですけども右のページですが１，８６６

万４４５円でございます。当期の経常増減額ですが、１７万７，０５８円の利益ということにな

ります。

あとの６ページから７ページにかけましては、財産目録等を記載しておりますので、ごらんを

いただきたいというふうに思います。

次に、南部⋞伯耆地域振興株式会社の経営状況について報告をさせていただきます。

これは野の花の管理、運営が主な事業でございます。

２ページから３ページに経営報告ということで記載してありますので、ごらんいただきたいと

思いますが、中国産冷凍ギョーザ問題や食品偽装報道、たばこのタスポ導入、世界的金融危機等

の影響で売り上げが減少しましたけども、地元生産者の出品する農産物はよい傾向にありました。

また、花回廊の入園者は年々減少傾向で、今年度は昨年度に比べて約９，０００人減の、約３

６万３，０００人、対前年比約９８％となっております。そういう中での損益計算書を説明をさ

せていただきます。

５ページをごらんください。数字の方は一番右の端を見ていただきたいというふうに思います。

売上高２，０７４万６，９８９円、売上原価７７０万８６４円、売上総利益１，２９７万６，１

２５円でございます。

販売費及び一般管理費ですけども１，６４８万１，０４１円、これの内訳につきましては次ペ

ージの方に記載がございますので、ごらんいただきたいと思います。

営業利益といたしまして△の３５０万４，９１６円ということで、マイナスが出ております。

営業外収益といたしまして４８９万３，４３６円、営業外費用の合計といたしまして６万１，９

３９円、差し引きいたしまして経常利益ということで１３２万６，５８１円。下から２番目の、
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法人税及び住民税の支払いが１８万１，５００円で、当期の純利益というものは１１４万５，０

８１円という結果になっております。以上、報告を終わります。

○議長（石上 良夫君） 以上、４点についての報告を終わりますが、特に質疑がありましたら許

可をしたいと思います。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） １点だけお聞きします。土地開発公社のミトロキのリサイクルセ

ンターなんですけども、今の推移の状況、進捗状況は当初の見込みからいって、順調に推移して

いるというぐあいに理解してよろしいでしょうか、それだけ１点だけお聞きします。

○議長（石上 良夫君） 企画政策課長、長尾健治君。

○企画政策課長（長尾 健治君） 順調に推移しているかという状況……（「そうです。経過を」

と呼ぶ者あり）おっしゃるとおりでございます。

○議長（石上 良夫君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 南部⋞伯耆地域振興株式会社についてお尋ねしますけれども、損益

計算書の雑収入の４８３万２，８７３円、この雑収入とはどういう内容でしょうか。

○議長（石上 良夫君） 産業課長、景山毅君。

○産業課長（景山 毅君） 申しわけありませんけども、この中身につきましてちょっと、今資料

を持ち合わせておりませんので、後で報告させていただいてよろしいでしょうか。（発言する者

あり）

○議長（石上 良夫君） 休憩します。

午前１１時１０分休憩

午前１１時１１分再開

○議長（石上 良夫君） 再開します。

産業課長、景山毅君。

○産業課長（景山 毅君） 産業課長です。雑収入につきましては、これは補助金でございます。

○議長（石上 良夫君） １２番、秦伊知郎君。

○議員（12番 秦 伊知郎君） ２０年度の南部町地域振興協議会の報告書から質問させていただ

きます。

２０年度税引き後４４万８，０００円ですか、利益が出ております。これは１９年度に比べて

相当利益が減ってるわけでありますが、単年度で赤字にならなかったっていうのはよかったなと
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思っていますが、２１年度のそろそろ半期になろうとしてますが、２１年度の傾向っていうのは

どういうぐあいになっていますでしょうか。指定管理に出していますので、具体的に課で把握さ

れておらない部分もあると思いますが、どのようになっているのか伺いたいと思いますと同時に、

収入総括の中で新たな売り上げの核となるものを、早急につくり出す必要があるというふうにお

っしゃっておられますが、これらについて具体的にはどのような方策が考えられるのか、その点

につきまして答える部分がありましたら、よろしくお願いいたします。

○議長（石上 良夫君） 産業課長、景山毅君。

○産業課長（景山 毅君） 産業課長です。まず、最初に、２１年度の状況ということですけども、

今のインフルエンザ等の関係がございまして、予約等の取り消し等があっております。そういう

ことに伴いまして減益といいますか、多少減るというふうには思ってますけど、数字的にどのぐ

らい減ってるかという確認はしておりません。ただ、影響があってるということであります。

それから、新たな売り上げの核となるものということですけども、竹の加工品ですとか、そう

いうものをつくりながら、売り上げに努力をしていきたいというふうなことを考えております。

○議長（石上 良夫君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 地域振興会についてお尋ねします。この地域振興会につきましては、

賀祥ダムを建設して長田地域ですか、あちらの振興を目的として、これ設置されたという経過が

あると思いますけれども、地元の雇用っていう意味で、どの程度その役割を果たしているのかと

いうことをお聞きしたいんですけれども、今、働いておられる方々の総数と、それから、地元で

働いている方々の状況、それで、その方々の正職員としての雇用なのか、従業員の雇用状況につ

いて総括的で結構ですので答弁をお願いいたします。

○議長（石上 良夫君） 休憩します。

午前１１時１５分休憩

午前１１時１８分再開

○議長（石上 良夫君） 再開します。

植田議員の質疑につきましては、後ほど詳しく調べて書面で報告します。

ほかに質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（石上 良夫君） 以上で質疑を終結いたします。

以上で法人の経営状況の報告を終わります。
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⋞ ⋞

日程第９ 議案第８３号

○議長（石上 良夫君） 日程第９、議案第８３号、会見小学校屋内運動場耐震補強⋞大規模改修

工事に関する変更契約の締結についてを議題といたします。

町長から提案理由の説明を求めます。

副町長、藤友裕美君。

○副町長（藤友 裕美君） 副町長。議案第８３号、会見小学校屋内運動場耐震補強⋞大規模改修

工事に関する変更契約の締結について。

会見小学校屋内運動場耐震補強⋞大規模改修工事に関する変更契約を締結するため、地方自治

法第９６条第１項第５号及び南部町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定によって、議会の議決をお願いをいたすものでございます。

本議案でございますが、これは先議をお願いをするようにいたしておるわけでございますが、

現在、工事が施工中でございます。その過程の中に工事の変更を伴う事案が生じたということで

先議をお願いをして、工事の工期内のスムーズな完成を図るということで、先議をお願いするも

のでございますので、よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。

１、契約の目的、会見小学校屋内運動場耐震補強⋞大規模改修工事。契約の金額でございます。

変更前が５，９６４万円、変更後が６，９０７万５０円ということで、９４３万５０円ばかりを

増額をいたすものでございます。契約の相手方、鳥取県米子市古豊千２２５番地１、株式会社金

田工務店、代表取締役、金田勝。

この変更契約の理由でございますが、先ほどの全員協議会でも説明を申し上げましたが、大き

なものが３点ございます。１点目は、体育館についております下屋の部分の鉄骨が、接続してい

る部分が溶接接続だというようなことで、本来であればボルトによる補強をする必要があるとい

うようなことで、そういう事案が発生したということでございます。それから、２点目は、屋根

の雨水処理でございます。これが当初の設計段階では確認できなかった部分がございまして、こ

れを円滑に処理するための変更をいたすものでございます。それから、３点目としましては、舞

台のどんちょうとか暗幕、それから、舞台側に設置しております防球ネットの開閉機器、そうい

ったものを取りかえる必要が生じたということで、変更内容としてお願いをいたすものでござい

ます。ひとつ、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

○議長（石上 良夫君） 説明が終わりました。

提案に対し、質疑はありませんか。
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４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） １つ、２つ、お願いしますが、１つは、今回の契約金額の変更です

けれども、補正予算にはこの金額がないんですけれども、この点について補正する必要があるの

ではないかと思うんですけども、その点についてのことが１点です。

それから、当初の設計でなぜ、下屋の接続などということは理解できる部分もありますけれど

も、外構工事の雨水の問題などは設計段階でわかるのではないかと思うんですよね。そういうと

ころでの設計を、本当にきちんとした形でやっていくというところで、ずさんさが見られるので

はないかと思うんですけれども。外構工事とそれから幕の問題にしても、余りにも設計段階でク

リーニングをすれば対応できるというようなことを見ても、実際にかかってみたらだめだったと。

こういうことは本当に行政がきちんと仕事をしていくというところから見て、設計段階でのずさ

んさということを考えるんですけれども、その点どう考えているのかということを１点。

それから、全協のところで副町長は、細かい説明を求めたところ、議員に言ってわかりますか

なという発言をされたんですよ。これは議会を軽視した発言でありますから、訂正して謝罪を求

めたいと思いますけれども、その点よろしくお願いいたします。

○議長（石上 良夫君） 教育次長、稲田豊君。

○教育次長（稲田 豊君） 教育次長です。増工に伴いまして、補正にないということですけど

も、これは２０年度の繰り越し事業になります。決算の方の繰越明許の方で金額が上がっており

ます。予算の方は７，７００万が大枠の金額でございます。

それから、設計がずさんではないかということですけれども、職員の中でこれをきちんと設計

できる者はおりません。したがいまして、外部のプロの設計事務所の方にお願いをしております。

既存の建物の補強、改修でございますので、当時の図面等を参考にしながら設計をされておりま

した。はりの補強の部分につきましては、当初は工事にかかる前に天井をはぐってまで確認はさ

れていなかったと思いますし、雨水の処理の関係につきましても建設当時の設計によりますと、

そういったものが入っておるだろうという推測のもとにされたようですけども、実際に掘ってま

で確認はされなかったということでございます。

○議長（石上 良夫君） 副町長、藤友裕美君。

○副町長（藤友 裕美君） 副町長。全協での発言を撤回ということでございますが、私が言った

趣旨は、全協の中では植田議員さんは、今回のこの変更金額の内容が何もない、設計書だ何にも

ないと、そういったことが提出がなければ審査に値しないと、そういうような発言であったとい

うふうに思います。私の思っておりますことは、従来からそういう工事関係の設計内容、これの
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金額はこういうところだから、こういう積み上げて、こういうもんです、そういった設計書の内

容までは私らも細かく専門家でなくてわからんわけですし、議員さんもそういう内容までは求め

ておられんかった。そういったことを今出してもそういったことが、本当に中身がわかりますか

というような趣旨のことで言ったわけでございまして、議会を軽視してそういったことを全体的

に否定したと、そういったことではないわけでございますので、ひとつ、そういった意味は御理

解をいただきたいというふうに思います。

○議長（石上 良夫君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 副町長の答弁に対して、再度見解を求めるんですけれども、私は今

回の全協で、変更の中身について説明は受けました。変更の中身で金額を口頭で言われた。その

ことに対して、工事の部署がどこになっておって、どういう内容なのかというもう少し立ち入っ

た説明を求めたときに、副町長はわかりますかなと、こういう発言だったわけですよ。

○議長（石上 良夫君） 質疑を行ってください、議案に対する。

○議員（４番 植田 均君） これは議員に対して、住民の代表である議員に対して、説明を求め

ていることに答えるのが執行部の役目ですよね。それをわかりますかなというのは、言ってはい

けない言葉だと思いますよ。

私は再度、訂正して謝罪されることを求めたいと思いますけども、議長、これは議長が言われ

ることではないかと思うんですけれどもね、よろしくお願いいたします。

○議長（石上 良夫君） 副町長、藤友裕美君。

○副町長（藤友 裕美君） 先ほど言ったとおりでございます。ですから、そういう積み上げた細

かい数字の設計の中身までは、恐らくそれはなかなか審査が難しいという意味のことでございま

す。

基本的には、大きな変わったところの工種の総額、下屋の部分が幾ら、排水路の雨水対策が幾

ら、そういったような程度の概算の金額の積み上げぐらいしか、なかなか説明しても非常にわか

りにくいと、そういった趣旨であるわけでございますので、再三言いますけれども、全体を議会

を軽視した、そういったような趣旨ではないわけでございますので、再度よろしくお願い申し上

げたいと思います。

○議長（石上 良夫君） ほかに質疑はありませんか。

１２番、秦伊知郎君。

○議員（12番 秦 伊知郎君） 先ほど次長の方から、今回の設計事務所というのは、前に行われ

た工事の設計書というのを参考にしてという御答弁でしたが、ということはつまり、施行した業
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者が設計図どおりにやっていなかったと、前ですね、という理解をしてよろしいですか。つまり、

当然ボルト締めはしてあると思ってはぐってみたら溶接だったと。それから、排水路も当然設計

書どおりの大きさの管が入っていると思っていたらそうでなかったと。ということは、前この工

事をやられた方が設計図どおりに仕事をしてなかったと、そういうふうに理解してよろしいです

ね。当然、設計図どおりにやっておられたら、今回設計された方もそれに合わせて設計図をかか

れるわけですから、それで積算される金額というのは当然競争入札で。

〔テープ不調のため聴取不能〕

○議長（石上 良夫君） 休憩します。

午前１１時３１分休憩

午前１１時３２分再開

○議長（石上 良夫君） 再開します。

○議員（12番 秦 伊知郎君） 当然、設計図どおりであったならば競争入札で金額が決まってい

るわけでありますから、増工部分というものは、当然、そこで減額されておるわけですので、設

計図どおりに前の業者がしていなかったというふうに理解してよろしいですね。

○議長（石上 良夫君） 教育次長、稲田豊君。

○教育次長（稲田 豊君） 建物自体は昭和４２年の建築でございます。そのときの図面は参考、

この補強なり改修のもとの図面として活用していただいておりますので、結果とすればそういう

ぐあいになるのかもしれない。

○議長（石上 良夫君） １３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） ２点、ちょっとお聞きします。

まず、きょう議決しなければ工事が空白になってるんで、結局、期間までに間に合わないから、

きょう議決したいという趣旨の全協であったと思うんですよ。そこで聞くんですが、今、結局工

事は全部中断してる状況なんですか。もし、しておるんなら、何日間ぐらい今、その空白という

んですか、中断期間があったのかということが１点と、それから、先ほど秦議員から質問にあっ

て、私も大変疑問に思うんですよ。私は、最初理解したのは当初の設計、当初いうんですか、昭

和４２年ですか、できたときの設計書に基づいて工事がやられてたんだろうなというぐあいに思

うんですよ。そうであれば、その工事を見れば、今度、屋根のといを大きくしたということは、

当然、埋められている土管がそれに対応できないもんだということが参考にすればわかると思う

んですよ。それであったら、一体どっちが、今回の設計者の瑕疵なのか、あるいは４２年に工事
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を受け持った会社の瑕疵なのか、そこをはっきりしないと言われるとおりでは、金額をじゃあ、

はいわかりましたということで出すということが、議会として果たしてそれがいいのだろうかと

いうことを非常に疑問に思うわけなんですよ。これは、今の工事をそれが理由だからやめるとい

うわけではないんですけども、今後、こういう状況が恐らく至るところで補修の関係、改修の関

係で起こると思うんですよ。ということはつまり、しっかりとこれを教訓にすることをやらなけ

れば、繰り返しになってしまうと思うんです。そういうことからいえば、今回どっちが瑕疵なの

かということをぜひお聞きしたいんですが、いかがでしょうか。

○議長（石上 良夫君） 教育次長、稲田豊君。

○教育次長（稲田 豊君） 教育次長です。工期、工事の関係が中断しているかということです

けども、下屋の部分の工事についてはまだとまっております。ほかの屋根とか外壁とか、工事は

進めております。

完成図面といいますか、竣工図面を参考に、４２年当時の竣工図面を参考に設計をしておると

いうことですので、どちらに瑕疵があるかというのは、私もちょっと判断しにくいところがあり

ます。

○議長（石上 良夫君） １３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 再度お聞きしますけども、工事はできない部分があって、その部

分は中断だということでわかりました。全部が中断してないということはわかりました。

私は、次長にぜひこれははっきりしておきたいというぐあいに求めるものです。というのは、

なぜかといいますと、竣工段階の分だということであっても、当然、当初の設計図とはそんなに

変わってないと思うんですよ。それを見られてやられたなら、妥当な竣工のときの寸法の土管が

いけてあったのかということ。もし、それがいけてあったということになれば、それを参考にさ

れて今度設計されたんですから、今回の設計者のミスだというぐあいに明らかだと思うんですよ。

それが、そうでなくて竣工段階の図面に基づいたら、その土管が妥当な土管が埋まってるという

ことになれば、それは妥当だない小さい分が、竣工段階の寸法よりも小さいもんが入ってたとい

うことになれば、当初の工事者の責任は当然負うべきだと思うんですよ。そのことをはっきりと

調べてやることが必要だと思うんですが、どうなんでしょうかということなんです。

もう１点なんですけど、舞台幕ですね、これは目視で大体想像がつくもんじゃないでしょうか

ね。この辺でやってみたけど大きな違いがあったということが、当然、私はなかなかそういう理

解できないんですけど、そこら辺は行政側として、教育行政側として、関係の方はどういうぐあ

いに感じておられるんでしょうかということなんです。埋め込んであるところは当然わかりませ
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んが、つり下げてあるどんちょうだとか、あるいは暗幕は、当然、目視でわかると思うんですが、

そこら辺についての検証はどうでしょうか。

○議長（石上 良夫君） 教育次長、稲田豊君。

○教育次長（稲田 豊君） 教育次長です。先ほど４２年に建築された建物でございます。雨水

の処理につきましては、当時は、現在ありますプールの部分はありませんでした。なくて、たし

かのり面になったままでグラウンドの方につながっておりました。その後、四十五、六年だった

と思いますけども、プールが建設されました。そのときにひょっとしたら当初の竣工図面にはな

いものが、そのときに入れられたこともあるかもしれません。ですから、竣工図面にはその土管

のことはうたってなかったのかもしれません。

それから、幕の件でございますけれども、目視でわかるのではないかということですが、紫外

線劣化等のものが大分あったようでございます。クリーニングをして使う当初計画でございまし

たけども、クリーニングに耐えないような状態もあったようでございますので、これをあわせて

更新するということでございます。

○議長（石上 良夫君） ほかに質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（石上 良夫君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

４番、植田均君。反対の討論を許します。

○議員（４番 植田 均君） 意見を付して賛成しますので、反対討論ではありません。

反対討論ではないんですけれども、意見を付して賛成いたしますけれども、今回の議案につい

ては耐震補強工事をしっかり……（「議長、今反対者の意見……」と呼ぶ者あり）

○議長（石上 良夫君） ちょっと休憩します。

午前１１時４０分休憩

午前１１時４１分再開

○議長（石上 良夫君） 再開します。

反対者の討論から許します。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 賛成者の討論を許します。

４番、植田均君。
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○議員（４番 植田 均君） この会見小学校の耐震補強工事は、我々が本当に一日も早く完成を

するように長年要求し続けてきて、遅きに失したと思っているぐらいですけれども、この増工工

事の変更契約に関しては、やっぱり執行部が十分な説明責任を果たしてないということを言って

おかなければならないと思います。

口頭でいろんな変更が生じたということを、最初は口頭で済ませようとされたんですよ。仮に

もこの予算、税金を使って、全体から見ますと２０％以上ですかね、大きな変更契約の中身につ

いて、書面でこういう内容だということを事前に準備して説明されるのが、執行部のあり方とし

てやるべきことではないのかということを言いたいわけです。そのことを改善を求めたいと思い

ます。

そして、先ほど質疑の中でも言いましたけれども、副町長の姿勢は議員に対して説明をせずに

わかんなあかやと、こういう態度を改めない姿勢というのは、私はきちんとそういうことではだ

めだということを言っておきたいと思います。

そういうことを言いまして、この工事が一日も早く完成することを願って賛成いたします。

○議長（石上 良夫君） 賛成者の討論を許します。

１１番、足立喜義君。

○議員（11番 足立 喜義君） 足立です。異例のことでありますので、ついでにほんならちょっ

と言わせてもらおうかなと思いますので。

実は、机上の設計でミスが出たということであります。本当は現場へ行きてみて、もうちょっ

と調査すればヒューム管にしても、ためますをはぐってみりゃ大きさはわかるし、肝心なところ

は壁めいででも、設計事務所は金取っておるわけですので天井の一部を壊してみるとか、中のぞ

いてみるとかいうようなことを、今後の設計に十分生かしていただきたいと思います。設計、紙

の上でやったもんが前のもんがインチキかどうかというやなことは、今はもう既に何十年もたっ

てわからん部分も出てまいりますので、今後の設計において、やはりそういった事前の調査とい

うものを、設計事務所がもうちょっと小まめにやるべきだなと思って、先ほどから聞いておって

思いますので、ひとつ要望として……（発言する者あり）賛成討論でございますので、要望とし

てついででございますので言っておきたいと思います。

○議長（石上 良夫君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第８３号、会見小学校屋内運動場耐震補強⋞大規模改修工事に関する変更契約

の締結についてを採決いたします。

議案第８３号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

ここで休憩をいたします。再開は午後１時とします。

午前１１時４４分休憩

午後 １時００分再開

○議長（石上 良夫君） 再開します。

先ほどの質疑で、産業課長、景山毅君から発言を求められておりますので許します。

産業課長、景山毅君。

○産業課長（景山 毅君） 産業課長。先ほどの法人の経営状況の中で、財団法人南部町地域振興

会の職員数ということでありまして、現在お手元の方にペーパーをお配りしておりますけども、

まことに申しわけありません、訂正を先にお願いしたいと思います。

嘱託職員の町外に１となってますけども、これを町内の方に訂正をお願いしたいと思います。

そうしますと、合計の方が総数が２２、町内が１８、町外が４ということでお願いします。

そうしますと、正規職員の総数５人、町内２、町外３。嘱託職員総数１、町内１。契約職員総

数１６、町内１５、町外１。計としまして、総数が２２名、うち町内が１８名、町外が４名であ

ります。よろしくお願いします。

⋞ ⋞

日程第１０ 議案第６１号 から 日程第３１ 議案第８２号

○議長（石上 良夫君） お諮りいたします。この際、日程第１０、議案第６１号、平成２０年度

南部町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第３１、議案第８２号、平成２１年度南

部町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）までを一括して議案の提案説明を受けたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 御異議なしと認めます。よって、日程第１０、議案第６１号から日程第

３１、議案第８２号まで、一括提案説明をいたします。

町長から提案理由の説明を求めます。

総務課長、森岡重信君。

○総務課長（森岡 重信君） 総務課長でございます。説明に入ります前に、資料の確認をさせて

いただきたいと思います。今、お手持ちの議案書と、それから、ちょっと分厚くなりますけども、
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この厚い決算書、それと、この中には総数って書いてございません。このＡ３の縦長の部分、こ

れで、この３点で説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

まず、１ページになりますが、議案第６１号、平成２０年度南部町一般会計歳入歳出決算の認

定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度南部町一般会計歳入歳出決算を別紙

監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

白い表紙の決算書の９３ページをお開きください。ここには決算のまとめが載っております。

それと、このＡ３の一番初めになります。表としては同じようなものでございますけども、ここ

に決算の数字を載せております。

平成２０年度南部町一般会計の決算額は、歳入が６９億７，６６５万８，３１５円、歳出が６

８億２，０２７万２，３８８円で、形式収支は１億５，６３８万５，９２７円となっております。

この形式収支から繰越明許費等に係る翌年度に繰り越すべき財源３，９９０万７，９８０円を差

し引いた実質収支は、１億１，６４７万７，９４７円の黒字となっております。この額から前年

度の実質収支を差し引いた単年度収支は、５，１６２万６，７００円の赤字となり、当該単年度

収支に財政調整基金への積立額を加算をし、財政調整基金の取り崩し額を差し引いたものに、繰

り上げ償還額を加算して求めました実質単年度収支は、３，７５６万５，８３０円の黒字となっ

ております。平成２０年と１９年を比較しますと、実質単年度収支額は、９，２８９万２７５円

の比較となっております。

今度、また白の表紙の１０ページをお開きください。不納欠損額の説明をいたします。一番上

になりますが、町税で町民税、それから、固定資産税、軽自動車税、合わせまして１９３万６４

６円の不納欠損でございます。

続きまして、３２ページ、そこに不納欠損額と収入未済額を掲げておりますが、不納欠損額の

合計は先ほど説明した額になっております。

収入未済額でございますが、この中にずっとありますけども、町税、それから、分担金及び負

担金、使用料及び手数料、合わせました金額が８，４６４万８，３０４円となっております。

また、この長いペーパーに戻っていただきたいと思います。決算の状況は先ほど説明をいたし

ました。この表の中で２０年度、１９年度比較という形にしておりますので、見比べをお願いを

したいと思います。

それから、一般会計とはちょっと関係ないですけども、それぞれの特別会計の決算状況を下段

の方につけております。
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めくっていただきまして、一般会計の歳入の状況ということで表をつくっております。この表

は左から自主財源、それから、依存財源の分けにしておりまして、その横に年度の決算額と、そ

の全体に占めます構成比、これを各年度ごとに記載をしております。真ん中どころに前年度対比

ということで、増減額と増減率を記載をしております。一番右側になりますけども、主な増減の

要因ということで、事業名と、それから、年度の比較した額を載せております。

自主財源の方で見ますと、町税が９億７，０１２万５，０００円、構成比で１３．９％。前年

対比で８００万５，０００円、０．８％の増ということでございます。固定資産税が６３７万７，

０００円で大きなものでございます。

次の段ですが、分担金及び負担金ということで１億４，８６６万６，０００円、２．１％。前

年対比で３０５万５，０００円の減でございます、２％の減ということになっております。これ

は単県斜面崩壊復旧事業負担金がなくなったためでございます。

使用料及び手数料３，５２５万円、０．５％の構成になっております。これは１万６，０００

円ほどの減でございますので、ほぼ同額だということでございます。

財産収入の方ですが、５，２５０万５，０００円、０．８％の構成です。増減額が４，１３０

万８，０００円の減となっております、４４％の減。これは町有地の貸し付け収入、定住促進で

すが、福里団地の定住促進ですが、これが終わったということでございます。

寄附金ですが４２８万円、０．１％で、これは南部町がんばれふるさと寄附金ということで寄

附をいただいております。

繰入金ですが４，０００円、前年度対比が２，２７４万５，０００円の減額となっております。

これは緑水園管理運営基金繰入金が２，２００万減ったためでございます。

諸収入でございます。１億２，２３９万円、１．８％の構成になりますが、これが１，０５８

万８，０００円の減でございます、８％の減ということでございます。これは増減ありまして、

南部箕蚊屋広域連合職員派遣給与負担金というものがございます。これが１，１９２万２，００

０円、これは地域包括支援センターの充実を図ったがためにふえております。減ったもので主な

ものが特別医療高額戻し入れ、介護予防地域支援事業交付金等ございますが、これは実績に伴う

ものでございます。それから、緑水園の運営資金貸付金元利収入ということで予定をしておりま

したが、繰り入れをしなかったがために２，２００万の減額となっております。

真ん中のところに小計がありますけども、自主財源は１５億１８６万１，０００円、構成比で

２１．５％となっております。前年対比では４，４６０万２，０００円の減、率で申しますと２．

９％の減ということでございます。
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続きまして、依存財源の方に移ります。地方譲与税９，２１０万６，０００円、１．３％の構

成でございます。８５万３，０００円の増となっております。

続きまして、利子割、株式譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自

動車取得税交付金等ありますけども、これはすべて減となっております。これは、やっぱり社会

情勢の方が思わしくないということなのかなと思っております。

それから、地方特例交付金でございますが１，４７８万円、０．２％の構成になっております

が、これは７９８万２，０００円の増額となっております。約倍になったということでございま

す。その内訳で大きいものが減収補てん特例交付金でございます。これは２０年度から始まって

おります。

地方交付税ですが３２億３，２３３万７，０００円、４６．３％を構成をしております。増減

で見ますと９，６６９万８，０００円、３．１％の増ということでございます。普通交付税が５，

９３３万５，０００円、特別交付税が３，７３６万３，０００円、これは病院関係のものでふえ

ております。

国庫支出金です。３億９，４８５万円、５．７％。増減で見ますと９，４５７万７，０００円

の増でございます、３１．５％の増。この中の大きいものでいいますと、定額給付金給付事業補

助金、これが１億７，６４８万３，０００円、これは新規事業ということでございます。それか

ら、学校教育施設等整備費補助金３，１９７万３，０００円、会見小の耐震補強の補助金でござ

います。今度、減になりました大きいものでいいますと、合併市町村補助金ということで５，１

２３万９，０００円の減でございますが、これは実施をしておりませんので差額が大きくなった

というものでございます。地域住宅交付金、これが３，７８６万１，０００円でございます。こ

れも実績によるものでございます。

３ページの方に移ります。県支出金でございます。４億１０７万６，０００円、５．７％の構

成となっております。８１８万８，０００円の減、２．０％の減ということでございます。

増額になったものの大きなものが、後期高齢者医療保険基盤安定負担金ということで、これは

新規になっておりますが、２，１００万３，０００円ということになっております。それから、

今度、減の方に入りますけども、後期高齢関係が新たにできたがために国庫の基盤安定負担金と

いうのが、１，０９４万７，０００円の減額になっております。それから、平成２０年度は災害

等が起きませんでしたので、その県の負担金というものが減っております。

町債ですけども１２億４８０万円、１７．３％の構成になっております。これは前年比で６億

１，７９０万円、約倍ということでございます。これの大きなものは、合併特例事業債というこ
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とで地域振興基金に６億８，０８０万円を積んでおりますので、この額ということになっており

ます。

下の方に歳入をグラフにしたものをつけておりますが、この中で見ても町債のところが大きく

伸びたということが一目で見ていただけると思います。

続きまして、めくっていただきまして、４ページになります。支出の状況でございますが、目

的別と性質別に分けております。その目的別の方から説明をいたします。

議会費ですけども７，８３３万６，０００円、１．１％の構成でございます。前年度対比４４

３万８，０００円、５．４％の減となっておりますが、これは２名の定員減ということでござい

ます。

総務費でございますけども２２億９，９８０万５，０００円、３３．７％の構成です。８億２，

６１５万７，０００円の増額、５６．１％の増ということでございます。増の大きなものでござ

いますが、先ほど説明いたしました地域振興基金ということで、７億４２万２，０００円を基金

積み立てをしております。それから、定額給付金事業ということで、１億７，０４８万６，００

０円を支出をしております。

続きまして、民生費の方に移ります。１３億７，５８１万３，０００円、２０．２％の構成比

となります。１億６，４５０万５，０００円の増、１３．６％の増ということでございます。増

の主なものですが、後期高齢者医療給付金ということで１億６６３万６，０００円。それに伴い

ます後期高齢者医療特別会計繰出金３，４０９万９，０００円等が大きなものでございます。

それから、減の方ですと、国民健康保険事業特別会計繰出金、これは後期高齢者が新しくでき

ましたので、２，７４０万円ほど減額となっております。

５ページに移ります。衛生費でございます。５億４，９５１万２，０００円、８．１％の構成

でございます。９，３１１万９，０００円の減、１４．５％の減ということでございます。ここ

で増の大きなものは、病院事業の繰り出しでございます。２，９６２万７，０００円……（「４，

０００円」と呼ぶ者あり）２，９６２万４，０００円、特交分を出したということでございます。

それから、減の大きなものでは、老人保健特別会計繰出金が１億４８万９，０００円減っており

ます。これも後期高齢医療制度の新設に伴うものでございます。

続きまして、農林水産業費でございます。４億１，９６６万５，０００円、６．２％の構成と

なっております。４，５７７万４，０００円の減、９．８％の減ということでございます。減額

の主なものでございますが、農業集落排水事業特別会計への繰出金が４，２１０万円の減となっ

ております。これは平準化債の借りかえということでございます。それから、緑水園委託事業と
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いうことで、先ほど収入の方で説明しました２，２００万が借り入れで賄うようにしておりまし

たが、それをしておりませんので、ここで２，２００万が落ちたということでございます。

それから、土木費でございます。３億２，２４８万７，０００円、４．７％。５，６８３万９，

０００円の減、１５％の減ということでございます。これは町道改良事業が、倭小西線が終了し

たということで、７, １３８万４，０００円の減額となっております。また、町営住宅の建設改

良事業で建設戸数が少なかったということで、２，４２５万５，０００円の減額となっておりま

す。

消防費でございます。３，１３６万円、０．５％。３７６万３，０００円、１３．６％の増と

なっておりますが、これは消防施設費、西原の防火水槽を建設しておりますので、６３４万７，

０００円ほど増額をしております。それと、減額の方では、消防団の退職報償金でございますが、

これは人数が少なかったということでございます。

教育費の関係でございます。５億７，４６８万５，０００円、８．４％の構成となっておりま

す。７，４７５万９，０００円の増、１５％の増ということでございます。大きなところでは、

西伯小学校の体育館の改修事業を行っておりまして、これが２，００７万１，０００円の増。会

見小学校耐震補強事業ということで、７，１７１万５，０００円の増となっております。また、

国道１８０号バイパス改良工事に伴います埋蔵文化財調査ということで１，４６２万円。また、

減額の大きなものでございますが、西伯小学校大規模改修事業ということで屋根の工事をしてお

りますが、これが４，７００、ちょっと理由が間違えました、平成１９年に屋根工事を行ってお

りますので、４，７１０万８，０００円の減となっております。

次、めくっていただきまして、６ページになります。災害復旧費でございますが、２０年度は

災害はございませんのでゼロ決算をしております。

公債費につきましては１１億４，５０６万６，０００円、１６．８％の構成比でございます。

４，２８２万３，０００円の減、３．６％の減ということでございます。合併特例債ということ

で３，７０８万６，０００円が増となっておりますが、これはケーブルテレビの元利償還が始ま

ったということでございます。（「ちょっと、総務課長の声が小さいんじゃないですか、聞き取

りにくいんじゃないでしょうか、皆さんにちょっと聞いてみてください」と呼ぶ者あり）どうで

しょう。

○議長（石上 良夫君） いかがですか。（「もう少し」と呼ぶ者あり）もう少し。

○総務課長（森岡 重信君） 公債費のところから始めます。一般事業債、辺地対策事業債、市町

村資金貸付金等につきましては、減額となっております。
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合わせた歳出合計額でございますが、６８億２，０２７万２，０００円でございます。前年対

比で７億６，４２７万６，０００円、１２．６％の増ということでございます。これも下の方に

表をつけております。総務費の方がふえたということが見ていただけると思います。

７ページに移ります。歳出の状況を、今度は性質別に分けております。義務的経費ということ

でございます。

人件費が１３億１，３６３万３，０００円、１９．３％の構成となっております。前年対比で

４，０５３万５，０００円、３．２％の増でございます。これは議員報酬等、人数が減ったため

の減と、それから、職員給与の減というのが主なものでございます。減ったものが以上ですが、

ふえたものがございます。退職手当組合の負担金というものが２，１７３万８，０００円ふえて

おりますが、これは退職者が多かったということで負担金が上がってきております。それから、

学校図書司書、それから、図書館司書、ケーブルテレビの番組制作、徴収補助ということで物件

費の方で上げておりましたが、これを非常勤職員という形にとりまして人件費の方に上げており

ます。２，２１９万円、こちらで上げております。その分、物件費の方では、また説明いたしま

すけども１，８０７万９，０００円というものを落としております。

扶助費でございます。４億７，０７２万４，０００円、６．９％の構成でございます。２，４

６９万６，０００円、５．５％の増ということになっております。大きなところで、自立支援介

護給付が２，９５４万６，０００円ふえております、主なものでございます。

それから、公債費でございますが１１億４，３７９万１，０００円、１６．８％。４，５６７

万４，０００円、３．８％の減となっております。内容につきましては入の方で説明をさせてい

ただきました。

次は、投資的経費ということでございます。普通建設事業でございます。４億３，２７１万７，

０００円、６．３％の構成となっております。増減ですが、１億３，７０９万円の減額、２４．

１％の減となっております。大きなところで、西伯小学校体育館改修事業で２，００７万１，０

００円、会見小学校耐震補強事業７，１７１万５，０００円がふえておりますが、ケーブルテレ

ビ加入促進、電算管理事務、地域振興区事務所開設事業、消防小型ポンプ⋞積載車購入事業、学

校給食食器等更新事業、図書システム整備事業、これはいずれも合併補助金で対応しております。

これがなかったために大幅に減額となっております。それから、町営住宅建設改良事業も２，４

２５万５，０００円の減額となっております。それから、町道改良事業、倭小西線、説明したと

おりの額が減額になっております。西伯小学校の大規模改修も、４，７１０万８，０００円の減

額ということでございます。
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一番下になりますが、災害復旧費はゼロということでございますので、６，７５１万２，００

０円の減額ということでございます。

続きましては、その他の経費ということでまとめておりますが、物件費６億９，８９５万円、

１０．２％の構成となります。３，８５８万１，０００円、５．８％の増ということでございま

す。大きなところですが、ふれあいバス運行事業２，３４９万９，０００円を上げておりますが、

下段から６段目のところの補助費というところで、ふれあいバス運行事業を掲げておりますが、

これを物件費の方に移したということでございます。それから、町長⋞町議会議員選挙費でござ

います、６２９万９，０００円の増額となっております。また、国道１８０号バイパスの埋蔵文

化財調査の関係でございます、７６８万ほどふえております。それから、人件費の方で申しまし

た学校図書司書等の部分で、１，８０７万９，０００円の減となっております。

維持補修費ですが、１，５４９万８，０００円の決算でございます、０．２％の構成。２３１

万１，０００円、１７．５％の増ということでございます。会見側のグラウンドの管理、それか

ら、福祉センターの維持修繕がふえております。

補助費等ということでございます。１５億２，８５０万９，０００円、２２．４％の構成とな

っております。３億２，２８０万円、２６．８％の増となっております。これは、病院への補助

金。それから、定額給付金１億６，７０４万円になりますが、定額給付金。それから、南部箕蚊

屋広域連合負担金２，２７４万４，０００円。後期高齢者医療給付費負担金ということで、１億

６６３万６，０００円。それから、減の方ではふれあいバス運行事業ということで、１，７９６

万７，０００円の減となっております。

９ページになります。積立金でございますが、９億２６９万８，０００円、１３．２％の構成

でございます。７億１，１４３万４，０００円、大幅に増となっております。これの主なものが、

地域振興基金積み立てということで、合併特例債を使ったものでございます、７億４２万２，０

００円でございます。

投資及び出資貸付金１，８２７万円、０．３％の構成でございます。２，１０４万１，０００

円、５３．５％の減となっておりますが、緑水園運営資金貸付金を実施しなかったがためのもの

でございます。

繰出金でございます。２億９，５４８万２，０００円、４．３％の構成となっております。１

億４７６万４，０００円、２６．２％の減ということでございます。後期高齢者医療特別会計繰

出金ということで、これは新設になりますけども３，４０９万９，０００円。それから、公共下

水道事業特別会計繰出金４，５８０万円。国民健康保険事業特別会計繰出金、これは後期高齢の

－３１－



方に移行されましたので、２，７４０万円の減となっております。それから、老人保健特別会計

繰出金が１億４８万９，０００円の減額となっております。

歳出合計は先ほど言ったとおりでございます。

性質別の比較をしております。大きく変わったところが一目瞭然となっております。

次ページに移ります。１０ページをお開きください。基金の状況でございます。財政調整基金、

２０年度の積立額が８，８９７万１，４７６円積み立てております。減債基金ですが、２１８万

４，１９４円。項目がたくさんありますけども、その他の特定目的基金ということで、大きいも

のは地域振興基金がありますが、合計で８億１，１９１万２，６４９円。合わせて９億３０６万

８，３１９円を積み立てております。取り崩しがあいのわ銀行基金と残土処分場跡地整備基金と

いうことで、合わせまして１０万２，６２１円の取り崩しを行っております。

下段になります。特別会計。国民健康保険基金が８０万４，６１４円の積み立てを行っており

ます。

合計で、今年度の積立額が９億３８７万２，９３３円、取り崩しが１０万２，６２１円、２０

年度末の基金残高が２７億４，６８２万８，２３３円の残高となっております。

６番目、地方債の状況でございます。いろいろ借りておりますが、一般会計と特別会計に分け

ております。計の数字を読ませていただきたいと思いますけども、２０年度の発行額が、合計で

１２億４８０万円を発行しております。平成２０年度の元利償還が、１１億４，３７９万２１１

円を償還しております。２０年度末の現在高ということで、８９億３，７６７万５，５８７円の

残高となっております。

特別会計でございます。特別会計では、農業集落排水事業の特別会計が起債発行をしておりま

す、１億３１０万円の起債発行をしております。浄化槽整備事業特別会計は、２，０００万の発

行でございます。公共下水道事業特別会計が８，６８０万円。

合計しますと、２億９９０万円の２０年度発行額ということになります。

償還額につきましては、合計のところでの説明をさせていただきます。４億４，８６７万２，

９５１円の元利償還をしておりまして、平成２０年度末現在高では４４億３，７７５万５０円の

残高となっております。

続きまして、７番目の財政指標の推移ということで、何項目かの指標を上げております。まず、

標準財政規模でございますが、自治体が標準的な行政活動を行う上で必要となる一般財源の額で、

その自治体の標準的な税収入額に普通交付税、臨時財政対策債発行可能額を加えた額で算出をす

るものでございます。
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平成２０年度は、４３億２，１７９万３，０００円となっております。前年比で２，５０４万

２，４００円、０．６％ふえております。下の表は、その年推移をグラフにしたものでございま

す。

中ほど、財政力指数でございます。各自治体の財政上の能力を示す指数で、基準財政収入額を

基準財政需要額で除して算出されます。この指数が１に近いほど財政的に自主財源に富んでると

言えるものでございます。

平成２０年度が０．２８６、前年度比では０．００６数値が下がっております。

１２ページになります。地方交付税でございます。自治体の財源の不均衡を是正し、標準的な

水準の業務を行うために必要な一般財源を保障するため国から交付されるもので、普通交付税と

特別交付税の２種類があります。

まず、普通交付税でございますが、２０年度は２８億７，７２０万４，０００円となっており

ます。その表の下の部分に、南部町の一本算定ということで上げております。合併から１０年が

たちますと、旧町で出したものを合算してというやり方から、南部町一本で計算をし直すという

やり方に変わります、そのときの数値を上げております。そこでは３億９，６８２万円の差が出

てまいっておりますので、１０年後にはこれを吸収するような財政運営を図る必要があるという

ふうに考えております。

それから、特別交付税でございます。２０年度で３億５，５１３万３，０００円、前年比で３，

７３６万３，０００円、１１．８％ふえております。

地方交付税の総額ということで、臨時財政対策債を含むものでございますが、平成２０年度は

３４億５，１９３万７，０００円、前年比で８，１８９万８，０００円、２．４％の増というこ

とになっております。

１３ページに移ります。経常収支比率でございます。地方税や地方交付税のように毎年度経常

的に収入される財源、いわゆる一般財源が人件費や扶助費、公債費などの経常的に支出される経

費にどの程度充てられているのかを示す指標で、この比率が高いほど財政運営は硬直化したもの

と言えるものでございます。

平成２０年度は８８．５％、前年比で０．１％がふえております。

中ほど、公債費比率でございます。公債費に充当された一般財源の標準財政規模に対する割合

で、この数値が高いほど財政構造の硬直性の高まりを示すものでございます。誤字といいますか、

切れておりますので、ここに記入をひとつお願いをいたします。高まりを示「すもの」、この語

句の記入をよろしくお願いをいたします。
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２０年度は１５．９％ということで、１．３％下がっております。

起債制限比率。これは３カ年を平均としますが、交付税により措置された額を除いて、一般財

源に占める公債費の割合を示すもので、この指標は地方債の許可制限を判断するもとになり、過

去３カ年度間の比率の平均が２０％を超えると、一定の地方債の発行が制限されることになるも

のでございます。

２０年度が１２．１％、前年比で０．２％上がっております。

１４ページになります。実質公債費比率。これも３年平均でございますが、平成１８年４月に

地方債制度が「許可制度」から「協議制度」へ移行したことに伴い導入された指標であります。

標準財政規模に占める公債費の財政負担の程度を示すもので、従来の「起債制限比率」に反映さ

れていなかった公営企業会計の公債費への一般会計繰出金、ＰＦＩや一部事務組合の公債費への

負担金、債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるものを算入をするものでございます。

過去３カ年度間の比率の平均が１８％を超えると地方債の発行には許可が必要となります。公債

費負担適正化計画を策定した後でなければ新規の発行は許可されません。２５％を超えると一定

の種類の地方債の発行が認められなくなり、起債制限団体となるものでございます。

２０年度は１７．２％ということで、前年と変わりはございません。

地方債の現在高の推移ということでございます。２０年度は８９億８，５２２万円、前年比で

１億７，８１９万１，０００円の増となっております。

１５ページになりますが、合併支援交付金の実績ということで上げております。平成１５年度

には４４２万４，３３８円、それから、平成１６年度には６，２７６万３，８２９円、平成１７

年度には８，１５０万２，２９９円、１８年度には８，３１６万２，１２１円、１９年が１，３

５０万９，２３３円。

次のページに移ります。２０年でございますが、情報処理システム統合事業４３５万９，６０

０円、コミュニティバス運行事業ということで９９２万３，０００円、情報通信基盤整備事業と

いうことで、ケーブルテレビの１７、１８の債務負担分ということで８３１万８，０００円。そ

れから、そのうちの１７年度借り入れ償還分債務負担２５５万５，０００円、１８年分の借り入

れ償還分の債務負担５７６万３，０００円。それと、文化継承事業ということで小松谷盆踊り、

それから法勝寺歌舞伎、一式飾り保存会の補助金２４万２，５００円。交付決定額で１，４５２

万５，１００円となっております。

平成２１年度当初予算での予定額ということで、１，０１６万５，５００円を計画をしており

ます。
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その結果、合併支援交付金の交付限度額は５億でございまして、平成１５年度から２０年度ま

での交付決定額２億５，９８８万６，９２０円、２１年度の予定額が１，０１６万５，５００円、

交付金の残高でございますが、２億１，９９４万７，５８０円が残額として残っておるものでご

ざいます。

公的資金の繰り上げ償還及び借りかえによる効果額ということでございますが、平成１９年度

から平成２１年度に公的資金の残債の一部について、繰り上げ償還または低金利への償還が可能

となっております。繰り上げ償還前の残利息と、繰り上げ償還後の残利息の差が、繰り上げ償還

及び借りかえによる削減効果額となります。本町での繰り上げ償還及び借りかえの削減効果は平

成１９年度で見ますと、ちょうど表の真ん中のところに合計額が出ております。一番右側が削減

効果になります。平成１９年度は２，８３０万５，９０１円の削減効果を出しております。

それから、２０年につきましては７，９２９万６，６３８円の削減効果。１９、２０の合計額

が、１億７６０万２，５３９円の削減効果が上がったという結果でございます。

公共施設利用状況一覧でございますが、これは１７年、１８年、１９年、２０年という利用実

績を上げておりますので、この説明の方は省略をさせていただきます。以上、決算でございます。

御審議のほど、よろしくお願いをいたします。

○議長（石上 良夫君） ここで若干、休憩をします。再開は２時１５分とします。

午後２時００分休憩

午後２時１５分再開

○議長（石上 良夫君） 再開します。

休憩前に引き続き、提案理由の説明をお願いいたします。

健康福祉課長、前田和子君。

○健康福祉課長（前田 和子君） 健康福祉課長でございます。議案第６２号について御説明を申

し上げます。議案第６２号、平成２０年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度南部町国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見を付して議会の承認を求めるものでございます。

それではまず、白い決算書でございますけれども、１１７ページをお開きください。実質収支

に関する調書でございます。平成２０年度南部町国民健康保険事業特別会計の歳入総額は、１２

億４，２５４万６，３１５円、歳出総額１２億３，３１３万５，４２３円、歳入歳出差し引き額
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９４１万８９２円、実質収支額は同額の９４１万８９２円でございます。

それでは、内容を事項別明細書で御説明いたします。１０７ページをお開きください。

歳出の方から御説明をいたします。１款総務費は、支出済み額９４１万８，３８０円、不用額

３２万３，２８４円、予備費充用を７７万５，６６４円行っております。この充用はシステム改

修に係る経費が主な理由でございます。

１項総務管理費、これはレセプト点検員１名に係る費用、そして、電算処理業務に係る費用で

ございます。内容については省略をいたします。

２項徴税費、３項運営協議会費についても省略をさせていただきます。

２款保険給付費でございますけれども、支出済み額８億１，６５１万４，３９４円、不用額８

万１９２円。被保険者数の年間平均を申し上げますと、一般が２，６９０人、退職３６４名で、

合計３，０５４人に対しまして行った保険給付費ということになります。１人当たりの額を申し

上げてみますと、年平均２３万７，８００円余りの給付を行ったことになります。

以下、この款の高額療養費、３項の移送費、４項出産費、５項葬祭諸費につきましては説明を

省略をいたします。

１１１ページをお開きください。３款の後期高齢者支援金でございます。これは平成２０年度

創設されました後期高齢者医療制度に伴う拠出金で、４月から２月分の診療費の１１カ月分を社

会保険診療報酬支払基金に支出したものでございます。支出済み額は１億１，７２２万７，６６

８円、不用額は１，３３２円でございます。

４款の老人保健拠出金、これは平成２０年度分の概算払いと平成１８年度の拠出金の精算分と

いうことで、支出済み額は５，２０４万７，４３８円でございます。

５款の介護納付金、これにつきましては被保険者数により、支出をいたしたものでございます。

６款共同事業拠出金は、高額な医療費などに対しまして、安定的な保険運営を行うための共同

処理を行うために拠出するものでございます。詳細については省略をいたします。

１１３ページをお開きください。７款保健事業費。支出済み額が２，９５８万５，８０３円、

不用額２５５万３，４５９円、予備費充用を５４万５，２６２円行っておりますが、この充用は、

すこやかの汚水管修繕に係る費用でございます。平成２０年度から開始いたしました特定健康診

査事業や健康管理センターに係る費用をここで支出をいたしております。

そういたしますと、１１５ページに移ります。８款でございますが、諸支出金は移動による税

の還付と交付金の返還に係るものでございます。また、直診病院が行いました事業に対する特別

調整交付金をここで支出いたしております。
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９款の前期高齢者納付金でございますが、これも平成２０年度からの新たな制度でございまし

て、被用者保険と国保の医療負担の調整を図ることを目的として創設されました。支出済み額は

１５万７，８４７円でございます。

以上、歳出合計としまして、予算現額１２億４，９３１万４，０００円に対して、支出済み額

は１２億３，３１３万５，４２３円でございます。

９９ページにお戻りください。続いて、歳入について御説明をいたします。１款国民健康保険

税でございます。調定額２億８，４７１万４，００５円、収入済み額２億１，８９９万３，４４

０円、収入未済額は６，３０７万１，６４５円でございます。不納欠損を２６４万８，９２０円

行っております。現年の徴収率は、９１．６２％でございました。

２款使用料及び手数料は、督促手数料でございます。

３款でございますが、国庫支出金から７款の共同事業交付金までは、それぞれ定められた算式

により積算して交付されたものでございますので、調定額と同額が歳入となっておりますので省

略をいたします。

１０３ページをお開きください。８款の財産収入は、国民健康保険基金積立金利子でございま

すが、同額を基金として積み立てたものでございます。

１０款の繰入金、これは５，２０１万６，４０６円の繰り入れでございます。内容は、出産育

児一時金、事務費繰り入れ、基盤安定繰り入れ金等でございます。

続いて、１０５ページに移ります。１１款繰越金、１２款諸収入は省略をいたします。

以上、歳入合計といたしまして、調定額１３億８２６万６，８８０円に対して、収入済み額１

２億４，２５４万６，３１５円、不納欠損額２６４万８，９２０円、収入未済額６，３０７万１，

６４５円でございます。

この平成２０年度の国保運営につきましては、２つの理由によりまして歳入歳出とも大変推計

しにくい年でございました。

第１点目でございますけれども、御承知のように後期高齢者医療制度の創出によりまして、国

保の被保険者が大幅に移動したことでございます。平成１９年度平均４，５００人程度ございま

した被保険者が３，０００人と３分の２に激減をしたということが１点目です。

２点目でございますけれども、退職被保険者が６０歳から６４歳までとなったことに伴いまし

て、６５歳以上の方が一般被保険者へ移行するなど、大変大きく移動したものでございます。以

上で国保会計の説明を終わります。

続いて、議案第６３号について御説明を申し上げます。議案第６３号、平成２０年度南部町老
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人保健特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度南部町老人保健特別会計歳入歳出決

算を別紙監査委員の意見を付して議会の承認を求めるものです。

１２８ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。平成２０年度南部町老

人保健特別会計の歳入総額は１億５，８９０万８，６０４円、歳出総額は１億４，６１４万４８

３円、歳入歳出差し引き額でございますが１，２７６万８，１２１円、実質収支額は同額の１，

２７６万８，１２１円でございます。

それでは、事項別明細書で御説明をいたします。１２６ページをお開きください。歳出の方か

ら御説明をいたします。１款医療費でございます。支出済み額は１億１，８１８万６，８４０円、

不用額５２４万３，１６０円。この老人保健特別会計でございますが、老人保健法が平成２０年

３月で廃止となったために、平成２０年３月、１カ月分の診療費と月おくれ診療分、それから補

装具に係る償還払いについての支出でございます。

２款諸支出金は、支出済み額２，７９５万３，６４３円、不用額１，３５７円。内容でござい

ますが、これは平成１９年度分として概算交付されました交付金を精算して、償還するものでご

ざいます。

歳出合計は、１億４，６１４万４８３円となっております。

続いて、歳入について御説明をいたします。１２４ページをお開きいただきたいと思います。

一番下の歳入合計でございますが、調定額と同額の１億５，８９０万８，６０４円の収入済みで

ございます。内訳は、前のページの１２２ページに計上をいたしておりますが、内容でございま

すけれども、平成２０年度の医療費予定額に対して、それぞれ基本的な割合でございます。１款

支払い基金交付金が必要な予定額に対して１２分の６、半分でございます。

２款国庫負担金は１２分の４。

３款の県負担金は１２分の１。

４款の町繰入金は、１２分の１の割合で歳入処理をしたものでございます。以上、御審議のほ

ど、よろしくお願いをいたします。

○議長（石上 良夫君） 教育次長、稲田豊君。

○教育次長（稲田 豊君） 教育次長です。議案第６４号について御説明をさせていただきます。

平成２０年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見を付して議会の認定に付するものです。
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先ほどと同じ、この白い決算書の方で御説明をさせていただきます。まず１３９ページ、実質

収支に関する調書でございます。住宅資金貸付事業特別会計、歳入総額１，４４４万６，６０４

円、歳出総額１，４４４万６，６０４円、歳入歳出同額でございまして、差し引き額と実質収支

額はいずれもゼロでございます。

まず、戻っていただきまして事項別明細書の歳入の方からでございます。１３３ページをごら

んいただきたいと思います。１款の県支出金でございますが、これは貸し付けておる利率と借り

ておる起債の利率の差額分についてと、事務経費の補助をいただいておるもので、調定額１４７

万に対して収入済み額も同額でございます。

繰入金は、一般会計からの繰り入れでございます。金額は省略させていただきます。

繰越金、前年度からの繰越金でございます。これも金額は省略させていただきます。

諸収入でございます。貸し付けをしております元利金の収入でございます。諸収入の調定額が

８，６７６万３，６１３円、収入済み額が９０６万７，２１２円、収入未済額は７，７６９万６，

４０１円でございます。この内訳の方でございますが、住宅新築資金の関係で元利金、元金の収

入が調定に対しまして５６．２％の３８２万５，８９９円でございます。未済額が２９８万２，

２１０円。

以下、金額の方は省略をさせていただきたいと思いますけれども、改修資金の方が調定に対し

まして収入額で９０．４５％になっております、２１２万３，６１４円。宅地取得資金会計の方

では、調定に対しまして６９．３５％、１８５万３，５０８円の収入になっております。

収入総額では、調定額９，２１４万３，００５円に対しまして、収入済み額は１，４４４万６，

６０４円、未済額が７，７６９万６，４０１円でございます。

次のページ、歳出の方になります。１３７ページになります。１款の総務費でございます。こ

れは集金等徴収に対する職員の人件費関係、徴集経費でございます。９万８，６００円の支出済

み額でございます。中身につきましては省略をさせていただきます。

公債費でございます。借り入れて貸し付けをしております２０年度の償還をする償還金でござ

いますが、新築資金関係で７９７万６，５９２円、改修資金で２６３万５，８０８円、宅地取得

資金で３７３万５，６０４円、いずれも元利金を合わせた金額。

総額で１，４３４万８，００４円の償還をしております。

予備費の方は支出はございません。

支出済みの合計額で、１，４４４万６，６０４円でございます。よろしく御審議お願いいたし

ます。
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○議長（石上 良夫君） 上下水道課長、頼田泰史君。

○上下水道課長（頼田 泰史君） 上下水道課長でございます。議案第６５号について説明をいた

します。平成２０年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでございま

す。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度南部町農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会に認定を付するものでございます。

白い表紙の決算書の方で説明をしたいと思います。１５０ページをごらんください。実質収支

に関する調書でございます。歳入額、歳入の総額ですけれども２億８，５０２万２，５０５円で

す。歳出の総額ですが、２億８，３９８万１，４７６円です。差し引き１０４万１，０２９円に

なります。実質収支も同額でございます。

戻っていただきまして、１４４ページから歳入について説明をさせていただきます。１款分担

金及び負担金です。１項分担金、これは現年度分はございません。過年度分、滞納繰り越し分が

収入済み額が１０万５，０００円でございまして、収入未済額が４４４万５，４２３円。世帯数

で２６戸分、昨年と同様でございます。

次に、２款の使用料及び手数料ですが、１項の使用料も現年分につきましては６，３７６万２，

１５３円の収入済み額がございました。滞納繰り越し分については２６万６，７７６円の収入済

み額でございます。合計で滞納世帯は６４戸、昨年度は５３戸でございました。

手数料については省略させていただきます。

３款の繰入金です。一般会計繰入金になります。１億１，７００万円です。昨年度は１億５，

９１０万円でした。減りました原因は、平準化債の借り入れを２０年から始めたということで減

っております。

繰越金については省略をさせていただきます。

雑入ですけども、６７万９５０円を収入済み額にしております。これは県道の福頼市山伯耆大

山停車場線の西原地内で、県工事の配管の仮設工事を受託して行ったものでございます。

第６款の町債は、合計で１億３１０万円でございます。

次に、めくっていただきまして、歳出の方の説明をいたします。１款総務費、１項総務管理費

です。これは給料と、それから西部広域の溶融施設の建設負担金が入っております。合計収入済

み額が６，３０４万４，８１６円になります。

２目の維持管理費でございます。これは施設の維持管理費でございます。内容としては、需用

費として１，６３９万１５円、役務費で６９万３，１８６円、委託料といたしまして２，７１３
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万５，３１５円、工事請負費は先ほど収入の方で説明をいたしました西原の圧送管の仮設でござ

いますが、６７万９５０円でございます。公課費は重量税で１万７，６００円です。

公債費ですが、これは償還元金及び利子ということで、合計で２億２，０９３万６，６６０円

でございます。

歳入の方に戻っていただいて、合計額を言っておりませんでした。調定合計でございます。歳

入の調定合計は２億９，２８２万２，１３３円、収入済み額が２億８，５０２万２，５０５円で

ございます。収入未済額が７７９万９，６２８円でございます。

飛んでいただきまして、１４８ページの歳出合計でございます。歳出済み額が２億８，３９８

万１，４７６円、不用額が７７５万２，５２４円になります。以上、よろしく審議をお願いいた

します。

○議長（石上 良夫君） 建設課長、三鴨義文君。

○建設課長（三鴨 義文君） 議案第６６号について御説明いたします。平成２０年度南部町建設

残土処分事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度南部町建設残土処分事業特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見を付して議会の認定をお願いするものでございます。

決算書の１６１ページをお開きいただきます。実質収支に関する調書でございます。建設残土

処分事業特別会計、歳入総額が４６万９，５８５円、歳出総額が４６万９，５８５円でございま

して、歳入歳出差し引き額はゼロ円でございます。実質収支額につきましてもゼロ円でございま

す。

続きまして、事項別明細書で御説明いたします。１５７ページをお開きください。歳入の部で

す。繰越金、前年度繰越金、収入済み額が７０９円。

繰入金、基金繰入金が９万８，６２１円。

利子及び配当金が３７万２５５円でございます。これは基金の利息でございます。

歳入合計が４６万９，５８５円となっております。

次に、歳出でございますが、１５９ページをごらんいただきたいと思います。歳出でございま

す。一般管理費委託料９万９，３３０円。これは水路清掃と草刈り作業の委託料でございます。

建設残土処分場基金費、積立金３７万２５５円。これは基金の利息をそのまま基金の方に積み

立てしておるものでございます。

予備費はございません。

歳出合計が４６万９，５８５円となっております。
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説明は以上です。よろしく御審議のほど、お願いいたします。以上です。

○議長（石上 良夫君） 上下水道課長、頼田泰史君。

○上下水道課長（頼田 泰史君） 議案第６７号について説明をいたします。議案第６７号、平成

２０年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでございます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会に認定を付するものでございます。

決算書の１７４ページをお開きください。浄化槽整備事業の実質収支に関する調書でございま

す。歳入総額は６，０６４万６，５６９円です。歳出総額は５，９１８万７，９８３円です。差

し引き額は１４５万８，５８６円です。実質収支の額も同額でございます。

事項別明細について説明をいたしますので、１６６ページをお開きください。第１款分担金及

び負担金です。１項分担金、歳入済み額が６２９万円でございます。

第２款使用料及び手数料、第１項使用料です。収入済み額が１，４０１万３，３７７円でござ

います。

手数料は省略をいたします。

国庫支出金、浄化槽整備の補助金でございます。収入済み額が１，０１９万４，０００円、補

助率は３分の１でございます。

繰入金は省略をいたします。

繰越金も省略をいたします。

諸収入でございます。雑入です。これは消費税の還付金になります。収入済み額が５８４万４

０５円でございます。

７款の町債は２，０００万円でございます。

調定額６，２４８万４６７円に対して、収入済み額が６，０６４万６，５６９円、収入未済額

が１８３万３，８９８円です。

次に、歳出の方の説明をいたします。１款総務費、一般管理費でございます。これは維持管理

に関する経費になります。収入済み額の合計が１，７３６万７，１５５円。内訳といたしまして

は、需用費に１１５万９，８９２円、役務費に２２９万４，９０３円、委託料に１，３８７万８，

３９６円、負担金に３万３，９６４円となっております。

施設費として、浄化槽の建設費を上げております。支出済み額が３，６０５万２，９４８円で

ございます。２８基を設置しております。

小規模集合施設の管理費、これは町営住宅の集合浄化槽の管理費になります。合計で支出済み
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額が５２万１，３６０円です。

公債費、償還金の元金及び利子になります。合計で５２４万６，５２０円です。

歳出済み額合計が５，９１８万７，９８３円でございます。不用額が６８８万１，０１７円で

ございます。

続けて、公共下水道事業の特別会計について説明をいたします。議案第６８号、平成２０年度

南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでございます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度南部町公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会に認定を付するものでございます。

決算書の１８７ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額は２

億３，８５８万４，２８６円でございます。歳出総額は２億３，６７２万６，４７８円でござい

ます。差し引きが１８５万７，８０８円でございます。実質収支額も同額でございます。

次に、事項別明細の方で説明をさせていただきます。１７９ページをお開きください。歳入で

ございます。分担金及び負担金、下水道の分担金でございます。合計金額が収入済み額で７６５

万５，０００円でございます。

負担金といたしまして、これは２町１村で行っております汚泥の処理施設の維持管理負担金と

いうことで、日吉津、大山町の方からいただいたものでございます。１，６７８万２，４６１円

を収入済み額としております。

使用料及び手数料です。使用料、公共下水道の使用料でございます。合計で４，９６９万６，

４６１円でございます。

手数料は省略させていただきます。

繰入金、繰越金についても省略させていただきます。

ページをはぐっていただいて、諸収入でございますが、これはコンポスト施設の売上金を計上

しております。収入済み額が１０４万４，０６２円でございます。

第６款の町債については、合計で８，６８０万円でございます。

調定額が２億５，１４２万２，２６６円でございます。収入済み額の合計が２億３，８５８万

４，２８６円でございます。収入未済額が１，２８３万７，９８０円でございます。

続いて、歳出の方の説明をいたします。総務費、一般管理費、これは給与等でございます。合

計収入済み額が１，０４５万２，９６８円でございます。

次に、維持管理費、施設の維持管理費でございます。合計が２，６５１万２９円でございます。

需用費が１，０７２万９，８０２円、役務費が３８万２，２９５円、委託料が１，４６７万３６
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９円、負担金及び補助金が７２万７，５６３円でございます。

汚泥処理費、これは２町１村で運営をしておりますコンポスト施設にかかわる経費を上げてお

ります。合計で２，５３８万６，５７９円でございます。

公債費の合計が１億７，４３７万６，９０２円でございます。

支出済み額の合計が２億３，６７２万６，４７８円でございます。不用額が４９７万２，５２

２円でございます。以上、審議をよろしくお願いいたします。

○議長（石上 良夫君） 健康福祉課長、前田和子君。

○健康福祉課長（前田 和子君） 健康福祉課長でございます。議案第６９号について御説明をい

たします。議案第６９号、平成２０年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて。

地方自治法第２３３条第３項に規定により、平成２０年度南部町介護サービス事業特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

この会計でございますけれども、これはゆうらくの建てかえ事業に係る起債の元利償還事業で

ございます。まず、１９６ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。平成

２０年度南部町介護サービス事業特別会計の歳入と歳出の総額は、同額の３，１５１万７，３１

８円でございます。差し引き額及び実質収支額はともにゼロ円となっております。

それでは、事項別明細書で御説明をいたします。１ページ戻っていただきたいと思います。歳

出でございます。１款公債費、支出済み額３，１５１万７，３１８円、不用額１，６８２円です。

内訳は、元金及び利子で記載のとおりでございます。

１枚戻っていただきたいと思います。歳入でございます。１款寄附金は、収入済み額は調定額

と同額の３，１５１万７，３１８円でございます。歳出と同額を寄附金として受け入れたもので

ございます。以上、御審議のほど、よろしくお願いをいたします。

○議長（石上 良夫君） 町民生活課長、分倉善文君。

○町民生活課長（分倉 善文君） 町民生活課長でございます。議案第７０号、平成２０年度南部

町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決

算を別紙監査委員の意見を付して議会の認定をお願いするものでございます。

説明につきましては、決算書の２０５ページをお開きください。実質収支に関する調書でござ

いますが、歳入総額４１５万７，３４０円に対しまして、歳出総額４１５万３，１６０円で、歳

入歳出差し引き額４，１８０円、実質収支額４，１８０円となりました。
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次に、決算事項別明細書で歳入から御説明をいたしますので、２０１、２０２ページをお開き

ください。歳入の墓地使用料の収入済み額１２２万９，０００円は、４区画の返還により新たに

貸し付けた使用料でございます。

墓地手数料の現年度分の収入済み額６９万２，７００円は、西伯墓苑の３４１区画分でござい

ます。滞納はありません。

一般会計繰入金の収入済み額２２３万５，０００円は、地方債償還金分の繰り入れでございま

す。

前年度繰越金は６４０円で、歳入合計の収入済み額は４１５万７，３４０円でございます。

次に、歳出の説明をいたしますので、２０３、２０４ページをお開きください。一般管理費の

支出済み額７９万９，５１３円は、西伯墓苑の維持管理費用でございます。

公債費の支出済み額２２４万７，５４７円は、地方債償還金の元金と利子でございます。

償還金の支出済み額１１０万６，１００円は、墓地の返還に伴う還付金で、４区画分でござい

ます。

歳出合計の支出済み額は４１５万３，１６０円でございます。以上、審議方、よろしくお願い

をいたします。

○議長（石上 良夫君） 健康福祉課長、前田和子君。

○健康福祉課長（前田 和子君） 健康福祉課長でございます。議案第７１号について御説明をい

たします。議案第７１号、平成２０年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

まず、２１４ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。平成２０年度南

部町後期高齢者医療特別会計の歳入総額は１億９４４万８４１円、歳出総額１億９４３万１，７

０１円、差し引き額は９，１４０円、実質収支額は同額の９，１４０円でございます。

それでは、事項別明細書の方で御説明をいたします。２１２ページにお戻りください。この後

期高齢者医療制度でございますけれども、御承知のように平成２０年度から始まった制度であり

まして、したがいましてこの決算は平成２０年４月から平成２１年２月までの、１１カ月分の医

療費が主なものでございます。

それでは、歳出の方から御説明をいたします。１款総務費、支出済み額５５万６，３４５円、

不用額９万５，６５５円です。これは市町村の徴収費と事務費でございます。
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２款分担金及び負担金は、支出済み額１億８８７万５，３５６円、不用額３５万４，６４４円

です。これは広域連合への負担金でございまして、個人納入分の保険料、それから保険料軽減分

としての基盤安定分、それから事務費でございます。

以上、歳出合計といたしまして、予算現額１億９９１万３，０００円に対しまして、支出済み

額１億９４３万１，７０１円でございます。

もう１枚、もとにお戻りください、２１０ページでございます。歳入について御説明をいたし

ます。１款後期高齢者医療保険料は、調定額７，５３２万９００円、収入済み額７，５３２万８，

９００円、収入未済額は△の８，０００円となっております。これは７万１，２００円の還付未

済があるためのものでございます。実質的な徴収率は９９．９２％でございます。

２款、使用料及び手数料は督促手数料でございます。

３款、繰入金、収入済み額３，４０９万８，５０１円。これは一般会計から事務費と保険基盤

安定繰入金の繰り入れを行っておるものでございます。

以上、歳入合計といたしまして１億９４４万８４１円の収入済みとなっております。御審議方、

よろしくお願いをいたします。

○議長（石上 良夫君） 上下水道課長、頼田泰史君。

○上下水道課長（頼田 泰史君） 上下水道課長でございます。議案第７２号について説明をいた

します。議案第７２号、平成２０年度南部町水道事業会計歳入歳出決算の認定についてでござい

ます。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２０年度南部町水道事業会計歳入歳出決算

を別紙監査委員の意見をつけて議会に認定を付するものでございます。

決算報告書の方で説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。１、２ページの表につ

きまして、９ページの方で概要として説明をしておりますので、よろしくお願いいたします。

９ページの方の概要について読み上げをいたします。総括事項。平成２０年度から水道統合事

業により会見簡易水道、馬佐良簡易水道を上水道区域として、簡易水道事業会計を公営企業法適

用にし上水道会計に統合しております。

収益的収入の主なものですが、水道使用料が１億７，８８９万８，０００円でございます。そ

れと、簡易水道の起債利息償還にかかわる一般会計補助金として５８６万３，０００円。歳出の

主なものですが、動力費が電気代です。２，０９０万７，０００円でございます。修繕料が１，

３１４万円でございます。起債利息の償還金といたしまして、４，７０１万２，０００円の支出

がございました。
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また、４月から会見簡易水道との管路接続により米子市から受水をしておりましたが、３月末

で打ち切りにしております。

資本的収入は、企業債の借り入れ１億５，９００万円、繰り上げ償還にかかわる借換債が１億

６万円……（発言する者あり）６０万円、失礼いたしました。（発言する者あり）

○議長（石上 良夫君） 休憩します。

午後３時２６分休憩

午後３時２６分再開

○議長（石上 良夫君） 再開します。

○上下水道課長（頼田 泰史君） 企業債の借り入れの金額のところに円単位にしておりますが、

「千」を挿入してやっていただきたいと思います。資本的収入は、企業債借り入れが１億５，９

００万円でございます。繰り上げ償還にかかわる借換債が１億６０万円でございます。簡易水道

分の元利償還金にかかわる一般会計の補助金が１，２１１万１，０００円でございます。歳出は、

１９年度からの繰り入れ事業に係る建設改良事業費が５，８０５万１，０００円でございます。

（発言する者あり）失礼いたしました。５，８５０万１，０００円でございます。起債元金の償

還金が１億８，２５８万５，０００円でございます。

２０年度の繰り上げ償還は、借入利率が６％のものを借りかえております。

３ページの損益計算のところの説明をいたします。南部町水道会計の損益計算書において、当

期の利益は、マイナスの８０２万５，８９１円を計上しております。繰越利益剰余金残高から累

計した当該年度純利益は、マイナスの８，８５９万６，７４２円となっております。

１０ページの方をごらんください。職員数に関する調書でございます。職員数は２名、一般職

が１名、技術員が１名でございます。

次に、次のページで工事について説明をいたします。建設工事の概要ですが、平成１９年から

繰り越しをしておりますニュータウン分のポンプ場及び配水池の関係工事４件で、５，８５０万

７５０円でございます。

２０年度分といたしましては、法勝寺第３水源のポンプの取りかえ、第４水源のポンプの取り

かえ、落合浄水場のろ過ポンプの取りかえ等３件で、１８７万９，５００円でございます。合計

で７件、６，０３８万２５０円でございます。

次をはぐっていただきまして、修繕工事の主なものでございます。落合浄水場の貯水槽の清掃

ほかでございまして、合計が１，０９３万８７２円になります。
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原水費の方で、これは１件ですけども、９５万８，８６０円。

配水及び給水費の方は３５件になります。合計は９３１万７，８６２円でございます。

簡易水道の関係で３件でございます。６５万４，１５０円、合計は先ほど申し上げました１，

０９３万８７２円でございます。

給水の状況について説明をいたします。給水状況についてでございますが、給水戸数は合計で

４，０３３戸。昨年よりも２戸ふえております。

有収水量ですが、１２４万９，８３４トンで、昨年に比べて３万４，６１３トンの減になって

おります。

有収率でございますが、８５．４％で、これも前年度は８３．２％でございました。

１５ページをごらんください。事業収入支出に関する事項でございます。事業収入の概要とい

たしましては、水道料金収入でございますけども、上水道の方が２０年度は１億６，７１７万６

３５円、簡易水道の方が１，１７２万６，７２８円でございます。

その他の収入といたしましては、手数料、受託工事の補償費繰入金、消費税の還付金等が入っ

ておりますが、１，２３３万３，５０２円でございました。

合計収入額が１億９，１２３万８６５円でございます。昨年度比で９２．８％でございます。

支出の概要でございます。人件費が１，３７５万９７２円、昨年より下がっておりますが、こ

れは人数が３人から２人に変わったためでございます。

動力費が、上水道が１，８７６万６，６８７円、簡易水道が２１４万７５５円。

修繕料といたしまして、上水道１，３５３万３，７０３円、簡易水道１５８万３，８５０円。

支払い利息、上水道の方が３，５２８万６，２３７円、簡易水道の方が１，１７２万６，０５

４円。

減価償却費でございます。上水道の方が４，０３０万４，５２７円、簡易水道の方が３，３９

１万３０９円でございます。

物件費その他でございますが、２，５４１万１，５１３円。

支出合計が１億９，６４１万４，６０７円でございます。

続きまして、会計ということで企業債の概要について説明をいたします。前年度末の現在高が

１６億８，２１７万７，４３８円でございます。

本年度借入額が１億５，９００万円でございます。

本年度償還額が１億８，２５８万５，１２０円でございます。

今年度末の現在高が１６億５，８５９万２，３１８円でございます。
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次のページの費用明細につきましては、概略のところで主なところを述べておりますので、省

略をさせていただきます。以上、御審議をよろしくお願いいたします。

○議長（石上 良夫君） 病院事業管理者、田中耕司君。

○病院事業管理者（田中 耕司君） 平成２０年度南部町病院事業会計歳入歳出決算の認定につい

て。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２０年度南部町病院事業会計歳入歳出決算

を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

まず、平成２０年度南部町病院事業会計決算報告書をごらんいただきたいと思います。別冊で

ございます。

まず、計数について概要を御説明申し上げます。１ページ、１の収益的収入及び支出について

でございますけど、まず１款の病院事業収益については、医業収入と医業外収入を合わせまして、

決算額２０億４，７０４万２，８３９円、予算額に対しまして１億６，０２３万５，１６１円の

減額となっております。

次、下段の支出でございますが、病院事業費用でございます。医業費用と医業外費用を加えま

して、決算２１億７，０３６万４，８１１円、予算額に対しまして２，８６４万９，１８９円の

不用額が出てございます。

次、２ページをお願いいたします。２の資本的収入及び支出についてでございますが、上段の

資本的収入については補助金、企業債、合わせまして８４０万６，０００円、予算額に対しまし

て３３９万円の減額となってございます。

次に、下段の資本的支出でございますが、建設改良費、企業債償還金を合わせまして、１億５

９４万９，９５２円、予算額に対しまして５９万９，０４８円の減額となってございます。

この資本的収入と資本的支出の差額９，７５４万３，９５２円は、不足額になります。これに

つきましては、過年度分損益勘定留保資金で補てんいたします。

３ページの損益計算書をごらんいただきたいと思います。これにつきましては税抜きでござい

ます。

１の医業収益は、入院収益、外来収益、その他医業収益を合わせまして、１７億１，４４７万

５４３円となってございます。

次に、２番の医業費用でございますが、給与、材料費、経費、減価償却費、資産減耗費、研究

研修費等を合わせまして、２０億５，０６７万９，４８９円となってございます。医業利益でご

ざいますが、△の３億３，６２０万８，９４６円となってございます。
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次に、３の医業外収益でございますが、受取利息配当金、他会計補助金、患者外給食収益、そ

の他医業外収益を合わせまして、３億２，８４４万７，７８３円となってございます。

次に、医業外費用でございます。支払い利息及び企業債取り扱い諸費、患者外給食材料、その

他医業外費用を合わせまして、１億１，４６７万１，３０９円となっております。医業外利益で

ございますが、２億１，３７７万６，４７４円となります。

したがいまして、２０年度の純利益は△１億２，２４３万２，４７２円になります。

続きまして、４ページの、２０年度南部町病院事業剰余金処分計算書をごらんいただきたいと

思います。繰越利益剰余金９億９４５万７１８円に、当該年度の剰余金△１億２，２４３万２，

４７２円を加えまして、当年度未処分利益剰余金は△の１０億３，１８８万３，１９０円となり、

下段の平成２０年度南部町病院事業剰余金処分計算書（案）のように、翌年度に繰り越しさせて

いただきたいと思います。

続きまして、５ページの、平成２０年度南部町病院事業貸借対照表でございます。資本の部で

ございますが、１の固定資産、有形固定資産、投資を合わせまして、４５億８，９８８万５，７

０２円。

２の流動資産は、現金預金、未収金、貯蔵品を合わせまして、３億４，１７５万９，１０８円

となりまして、資産合計は４９億３，１６４万４，８１０円となります。

続きまして、次のページ、負債の部でございます。３の固定負債はございません。

流動負債といたしまして、未払い金、その他預かり金等を合わせまして、６，９２７万３，９

５８円。

負債合計は、その金額のとおりでございます。

続きまして、真ん中から下の、資本の部でございます。５の資本金は、自己資本金、繰入資本

金、企業債を合わせまして、５０億７，４４２万７３６円となっております。

その下の、剰余金でございますが、１の資本剰余金は、補助金、他会計負担金、受贈財産評価

額等を合わせまして、８億４１万７，３０６円となっております。

次のページの、利益剰余金でございますが、減債積立金、利益積立金、当年度未処分利益剰余

金を合わせまして、△１０億１，２４６万７，１９０円となりまして、剰余金合計は２億１，２

０４万９，８８４円となります。

資本合計は４８億６，２３７万８５２円。

負債資本金合計は４９億３，１６４万４，８１０円となります。

８ページから、平成２０年度南部町病院事業報告書となっておりまして、１３、１４ページ等
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には、今御説明いたしました事項の明細が記されているところでございます。

それで、私の説明といたしましては、総括事項を読ませていただきまして説明とさせていただ

きたいというふうに思っております。

平成２０年度は３月末に小児科医師の退職があり、医師確保のめどが立たないことから小児科

を休診する事態からスタートした。さらに１０月からは、精神科医師が開業による退職をしたこ

とや医師の体調不良なども重なり、医師不足の度合いはさらに高まった。このような中にあって、

内科医師１名を２１年度から招聘できたことは一筋の光明であった。

業務状況は、入院患者数については予定数６万８，３９２人に対し、６万７，０５７人、１，

３３５人ほど目標には達成できなかったということでございましたが、しかし、平成１９年度と

比較した場合には４２２名増でございまして、わずかながら入院患者の増を達成できたと。

一方、外来患者数でございますが、予定数７万４６３人に対し、６万４，６２４人と、８３９

人減と目標に至らなかったと。外来患者の減は、最大の原因は小児科を休診にしたことであるが、

前年にできた診療所等の影響も引き続いていると推測できるということでございます。

以上のことから、今期の西伯病院の事業収益は２０億４，２９１万円、同事業費用は２１億６，

５３５万円となったと。この結果、平成２０年度の西伯病院事業会計の損益計算書における当年

度純利益は、平成１９年度に比較し２，０９９万円改善はしたが、１億２，２４３万円の赤字を

計上することとなったということでございます。以上、御審議をお願いいたします。

続きまして、議案第７４号の、平成２０年度南部町在宅生活支援事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてでございます。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２０年度南部町在宅生活支援事業会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。

平成２０年度南部町在宅生活支援事業会計決算報告書、別冊でございますけども、ごらんいた

だきたいというふうに思います。

まず、１ページ、１の収益的収入及び支出についてでございますが、まず在宅生活支援事業収

益については、訪問看護とその他の収益を合わせまして、決算２，４０１万９，６４０円、予算

額に対して６９万２，６４０円の増額でございます。

次に、下段の支出についてでございますが、在宅生活支援事業費用でございますが、訪問看護

費用とその他費用を加えまして、決算２，１７０万３，１０６円、予算額に対しまして１６２万

３，８９４円の不用額が出てございます。

次、２ページの、損益計算書をごらんください。この数値は税抜きでございます。１の訪問看
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護収益は、居宅介護収益、訪問看護療養収益、合わせまして２，４０１万２，６９５円となって

おります。

次に、訪問看護費用でございますが、給与費、経費を合わせまして、２，１６１万７，７２９

円でございます。訪問看護利益でございますが、２３９万４，９６６円となっております。

次に、その他収益でございますけど、受取利息配当金６，９４５円となっております。

次に、４のその他費用、これが雑費でございますが、８万５，３７７円となっております。そ

の他の利益でございますが、△の７万８，４３２円となります。

したがいまして、当年度の純利益は２３１万６，５３４円となります。

続きまして、３ページの平成２０年度南部町在宅生活支援事業剰余金処分計算書をごらんいた

だきたいと思います。繰越利益剰余金７７４万６，１３５円に、当年度の純利益２３１万６，５

３４円を加えまして、当年度未処分利益剰余金は１，００６万２，６６９円となりまして、下の

案のとおり、翌年に繰り越させていただきたいというふうに思います。

続きまして、４ページ、南部町在宅生活支援事業貸借対照表でございますけども、資産の部で

ございますけども、これは固定資産はなく、流動資産のみ、現金、未収金を合わせまして、１，

０１２万３，０７７円となってございます。

負債の部でございますが、これは書いてあるとおり負債はございませんので、流動負債が、未

払い金が６万４０８円と。

資本の部でございますが、資本合計が１，００６万２，６６９円となっておりまして、負債資

本金の合計は１，０１２万３，０７７円となります。

６ページ以降は、今御説明いたしました内訳等が説明してございます。先ほども申しましたよ

うに、総括を読ませていただきまして決算の御説明とさせていただきたいと思います。

訪問看護事業は、介護保険の対象となる居宅介護療養と医療保険の対象となる訪問看護療養が

あり、いずれも病院の機能を活用しながら、より充実した在宅生活を支援するための事業でござ

います。

業務状況は、介護保険の対象となる居宅介護では、訪問予定数１，００５回に対して８７４回、

前年度比で１４０回減となっております。また、医療保険の対象となる訪問看護療養では、訪問

予定１，７５５回に対しまして１，６８５回、前年度比４５回減となっております。訪問看護で

は精神科のニーズが多いわけでございますが、広範囲で移動時間がかかり、患者様の増加につな

がっていないというところでございます。

事業収益は２，３４２万円余り、同事業費用は２，１１１万円余りとなりまして、当年度の収
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益は２３１万円余りの黒字計上を図ってるところでございます。よろしく御審議のほどをお願い

いたします。

○議長（石上 良夫君） 副町長、藤友裕美君。

○副町長（藤友 裕美君） 副町長。議案第７５号でございますけれども……。

○議長（石上 良夫君） ちょっと待ってください。監査委員の報告がありますので。

この際、平成２０年度一般会計、特別会計及び事業会計について、決算審査の意見書が提出さ

れていますので、審査の結果について須山代表監査委員の報告を求めます。

○監査委員（須山 啓己君） 監査委員の須山でございます。南部町決算の定例会議を迎えまして、

平成２０年度の一般会計及び特別会計の決算に対する審査の報告をさせていただきます。

皆様方には本町町政について、地域のため、住民のために日々御尽力いただいておりますこと

に対し、深く御礼申し上げる次第でございます。

南部町は合併をいたしましてから５年を迎えようとしておりますけれども、地方自治体を取り

巻く環境は昨今の経済状況の低迷と少子高齢化が進む中、ますます厳しさが増してきております

し、今後もその厳しさは増すものと認識をいたしておるところでございます。このような状況下

において、地方自治の果たすべき役割を再度認識されまして、将来にわたって地域住民が安心し

て生活できる施策を行っていただきたいというふうに思っているところでございます。

それでは、地方自治法第２３３条第２項の規定に従いまして、平成２０年度の南部町一般会計

及び特別会計の歳入歳出決算並びに証憑書類、平成２０年度南部町事業会計決算及び証憑書類並

びに地方公共団体の財政健全化に関する法律第３条第１項の規定による、平成２０年度健全化判

断比率及び算定基礎書類の監査結果について報告いたします。

決算の審査に当たりましては、平成２１年７月２１日から８月１１日までの１０日間、南部町

法勝寺庁舎及び現地におきまして、議会選出の細田委員とともに審査を実施いたしました。

審査の対象は、平成２０年度の一般会計、特別会計及び事業会計と、財政健全化法に規定する

財政健全化判断比率及びその算定基礎書類でございます。

審査の概要は、審査対象につきまして、１つ、決算の計数は正確であるか。２つ、予算の執行

は効率的かつ的確か。３つ、収入、支出事務は適正に執行されているか。４つ、財産の取得管理

及び処分は適正か。５つ、財政指標の算定に客観性及び正確性があるか。などの諸点にわたりま

して、関係の帳簿や証拠書類の照合を行うとともに関係書類の提出を求めまして、関係部局の説

明を聴取しながら慎重に実施をいたしました。

審査のために説明を求めましたのは、町長部局及び教育委員会事務局、西伯病院事務局、農業
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委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局でございます。

それでは次に、審査の結果について御報告させていただきます。まず、一般会計と特別会計に

ついて報告いたします。一般会計及び特別会計の概要について、要点のみ報告いたします。

３ページ、ʵ決算収支の状況を参照ください。平成２０年度の各会計別実質収支では、一般会

計が１億１，６４７万７，９４７円。特別会計では、墓苑会計が４，１８０円、国民健康保険会

計が９４１万８９２円、老人保健会計が１，２７６万８，１２１円、新設の後期高齢者医療会計

では９，１４０円、公共下水道会計が１８５万７，８０８円、農業集落排水会計が１０４万１，

０２９円、浄化槽会計が１４５万８，５８６円となっております。このほか、住宅資金貸付会計、

介護サービス会計及び建設残土処分会計の実質収支は、ゼロ円でありました。なお、簡易水道会

計は先ほども説明がございましたけれども、平成１９年度に水道事業会計と会計合併したことに

より、廃止となっております。

次に、同じく、３ページのʴ会計別歳入⋞歳出前年度比較を御参照ください。会計別決算額の

対前年度伸び率については、一般会計の歳入では１２．１％の増、歳出が１２．６％の増。住宅

資金貸付会計の歳入では２３．８％の減、歳出は２２．９％の減。墓苑会計の歳入では３２．６

％の増、歳出が３２．５％の増。国民健康保険会計の歳入では７．０％の減、歳出が４．０％の

減。老人保健会計の歳入は８９．３％の減、歳出が９０．０％の減。介護保険サービス会計の歳

入では６１．１％の減、歳出が同じく６１．１％の減。公共下水道会計の歳入では８．０％の減、

歳出が７．８％の減。農業集落排水会計の歳入では５．７％の増、歳出が同じく５．４％の増。

浄化槽会計の歳入は１３．１％の減、歳出が６．３％の減。建設残土処分会計の歳入は２３５％

の増、歳出が２３７．４％の増となっております。

一般会計及び特別会計を合わせた平成２０年度歳入総額は９１億２，２３９万７，０００円、

対前年度比で６．４％の減。歳出の総額は８９億３，９４６万２，０００円、対前年度比で５．

８％の減の財政規模でございました。

４ページ、ʶ一般会計歳入費目別内訳を参照ください。一般会計について見ますと、前年度と

比較しまして歳入の増額の大きいものは、地方交付税の９，６６９万８，０００円、国庫支出金

の９，４５７万６，０００円、繰越金の２，０８５万円となっております。これに対しまして歳

入の減額の大きなものは、財産収入が４，１３０万７，０００円の減、繰入金が２，２７４万５，

０００円の減、諸収入が１，０５８万９，０００円の減となっております。

次に、一般会計歳出性質別内訳について。歳出の性質別支出で増額の大きなものは、積立金が

７億１，１４３万４，０００円、補助費等が３億２，２８０万円、人件費が４，０５３万５，０
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００円であります。これに対しまして歳出の減額の大きなものは、普通建設事業費が１億３，７

０９万円の減、繰出金が１億４７６万４，０００円の減、災害復旧費が６，７５１万２，０００

円の減、公債費が４，５６７万４，０００円の減となっております。

続きまして、一般会計の審査意見に移ります。

一般会計の審査意見その１、財政指標から見ますと、経常収支比率は平成２０年度が８８．５

％と、平成１９年度の８８．４％に対して同水準となっております。８０％を超えると財政構造

の弾力性を失いつつあると言われており、引き続き高い指数をあらわしていることから、注視す

べき状況にあると言えます。

その２、本年度、新たに積み立てられました基金は９億３７７万円であり、平成２０年度末現

在におけます基金は２７億４，６８２万８，０００円であります。新たな基金の主なものは、８

億１２０万５，０００円が積み立てられた地域振興基金が１０億１９８万８，０００円に、８，

８９７万２，０００円が積み立てられました財政調整基金が４億９，４６１万３，０００円とな

り、本年度新規のさくら基金は４２８万円でありました。基金の大きな醸成が行われましたこと

は評価いたしますけれども、財政の不安定材料も多いため、今後も財源の確保対策を図っていた

だきたいと考えております。

その３、普通交付税の算定方法について平成２７年度より旧会見町、旧西伯町の旧町単位から、

南部町一本で普通交付税を算定する一本算定方式への移行が始まります。平成２０年度の普通交

付税で試算しますと３億９，６８２万円、平成２０年度の普通交付税２８億７，７２０万４，０

００円に対し、一本算定試算では２４億８，０３８万４，０００円となりますので、３億９，６

８２万円の減額となり、極めてその影響は大きいことが予測されますことから、先見かつ安定し

た財政運営が望まれます。この一本算定への移行につきましては、先ほども説明がございました

けれども、南部町では既に一本算定後の交付税について試算されておりまして、先を見据えた財

政運営を行っておられると認識しておりますけれども、財政に与える影響が大きいため、引き続

き注視していただきたいというふうに考えております。

その４、協議会、協会等の負担金について広範囲に支出がなされておりますが、払うことが当

たり前になっているようなものもあるように見受けられます。当初の目的と現在も合致している

のか、当初の趣旨に沿ったものであるか、内容、効果等について再確認し、精査していただきた

いと考えております。

その５、人口基準１万２，０００人を割り込むと交付税算入に大きく影響し、町財政への悪化

が懸念されます。定住対策や魅力のあるまちづくりを強化し、人口の増加を図る取り組みを一層
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推進されるよう要望をいたす次第でございます。

その６、森林公園や森の学校など緑水湖周辺施設では、老朽化や管理方法などにより利用者の

減少傾向があらわれております。また、旧家保存施設は施設の傷みが激しく利用のできない状況

となっております。施設設立当初の目的やその意義に立ち返り、施設のあり方、管理のあり方を

見直すことで、総合的な利活用や相乗効果を図っていただきたいと考えております。

その７、障がい者への支援事業であります日常生活用具給付事業のメニューや、重度心身障が

い者福祉タクシーの助成制度の周知を徹底し、利用促進を図っていただきたいと思っております。

次に、特別会計の審査意見でございます。

その１、農業集落排水事業特別会計では、いまだに接続率が低い状況となっております。利子

補給、貸し付け制度など助成策を効果的に活用し、接続率向上に努力していただきたいと考えま

す。

その２、住宅資金貸付事業特別会計では、住宅、宅地を合計した未収金は７，３０７万６，０

００円、現年度の徴収率は住宅資金貸し付けが６５％、宅地資金貸し付けが６９．３％でありま

した。過年度の徴収率は住宅資金貸し付けが１．３％、宅地資金貸し付けが２．９％であり、極

めて低い状況でございます。現年度分への対応は当然でございますけれども、過年度分の滞納徴

収についても保証人への働きかけを図り、徴収回数や徴収金額など最大限の努力を講じていただ

きたいと思います。

次に、滞納に関する審査意見に移ります。５ページの未収金の状況をごらんください。

滞納に関する審査意見。滞納におけます収入未済額については、一般会計では町民税、固定資

産税、軽自動車税、保育料、公営住宅使用料、学校給食費等で計上されており、また特別会計で

は国民健康保険税、住宅⋞宅地資金貸付金、公共下水道分担金⋞使用料、農業集落排水分担金⋞

使用料、浄化槽分担金⋞使用料で計上されております。現年度⋞過年度の滞納総額は２億４，７

８７万９，０００円でありまして、前年度の２億３，８５６万２，０００円と比較して９３１万

７，０００円増加しております。また、昨年に引き続き、本年度も４５７万９，０００円の不納

欠損処理、町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税の合計でございますけども、これ

を行っております。平成１９年度の不納欠損処理額は１，８３５万６，０００円でありました。

現年の徴収率について見ますと、下水道分担金が５９．４％、浄化槽分担金は８６．２％と徴収

率が大きく落ち込んでおります。前述いたしました未収金の増加も踏まえますと、現下の景気、

経済状況によるものがその要因の一つであるというふうに考えられますけれども、現行のそれぞ

れの担当職員ごとの徴収対応から、各課を超えた横断的で専門的な徴収体制について検討される
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ことを要望するものでございます。

続きまして、財政健全化判断比率について報告いたします。

一般会計の７ページ、ʱ健全化判断比率の状況をごらんください。この内容につきましては、

先ほど午前中に総務課長から報告がありました内容でございます。

町長より提出されました基礎資料等に基づき、健全化判断比率及び資金不足比率について審査

を行いました。その概要と基準値は以下のとおりであります。基準値はちょっと割愛させていた

だきまして、健全化指標に関する監査意見を述べさせていただきます。

その１、実質赤字比率について。平成２０年度の実質赤字比率は、実質収支が黒字であったた

め算定されなかった。

その２、連結実質赤字比率について。全会計を連結した連結実質赤字額が発生しなかったこと

から、連結実質赤字比率は算定されなかった。

その３、実質公債費比率について。平成２０年度の実質公債費比率は１７．２％となっており、

早期健全化基準の２５．０％と比較すると、これを下回っている。

将来負担比率について。平成２０年度の将来負担比率は１５０．８％となっており、早期健全

化基準の３５０％と比較すると、これを下回っている。

その５、資金不足比率について。水道事業会計、病院事業会計、在宅生活支援事業会計ともに

資金不足額は計上されなかった。早期健全化基準の２０．０％と比較すると、これを下回ってい

る。

以上、それぞれの指標について早期健全化の基準値内であるということを確認をいたしました。

しかしながら、これら財政健全化判断比率においては、交付税を初めとする標準財政規模などで、

その数値が大きく変動いたします。本年度はいずれも安定した数値を示しているものの、政策等

で大きく左右されることから、今後も堅実かつ効率的な財政運営が望まれます。

次に、水道事業会計の報告に移ります。

水道事業会計の概要でございます。収支決算では、８０２万６，０００円の当年度純損失が計

上されております。

総収益は、平成１９年度の１億４，３０７万８，０００円に対し、平成２０年度は１億８，２

７１万２，０００円で、２７．７％の増となっております。このうち営業利益は、平成１９年が

１億３，０２０万１，０００円に対し、平成２０年度は１億７，５０４万５，０００円で、３４．

４％の増となっております。

総費用では、平成１９年度が１億４，８１４万５，０００円に対し、平成２０年度は１億９，
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０７３万８，０００円で、２８．８％の増となっております。営業費用では、平成１９年度が１

億７３５万１，０００円に対し、平成２０年度は１億４，３４７万６，０００円で、３３．７％

の増となっております。

収益的収入及び支出の主なものは、営業収益の給水収益が１億７，０３７万９，０００円の収

入と、営業費用の原水及び浄水費２，８９９万５，０００円及び営業外費用の起債償還利息４，

７０１万２，０００円の支出でありました。

水道事業会計の審査意見でございます。

その１、２０年度の決算は簡易水道特別会計との統合決算でありました。有収率は８５．４％

と、簡易水道を含めた有収率で昨年度は８３．２％でしたけれども、昨年度より改善をいたして

おります。有収率を向上させることは収益に大きく貢献するので、今後も漏水等の不明水解消に

努め、漏水箇所の早期掌握や早期修繕について対策を強化されるよう要請いたします。

その２、未収金は平成２１年５月末で、現年度分が２１６万４，０００円、過年度分が１，０

５６万５，０００円であります。未収金の徴収事務を徹底し、税を含めた全庁的な徴収体制の強

化を図られるよう要望いたします。

その３、直営での修繕や電気代の契約見直しなど、経費の抑制に努力するなどして自己改善の

成果は認められますが、２０年度事業を終えて結果を踏まえた総括評価を行い、将来的な展望を

踏まえて、水道事業のあり方について検討に着手されることを要望するものでございます。

次に、病院事業会計でございます。水道病院３ページ、４ページをごらんください。

病院事業会計の概要は、当年度純利益で見ますと、平成１９年度が１億４，３４２万７，００

０円の純損失に対し、２０年度は１億２，２４３万３，０００円の純損失となっております。

総収益は、平成１９年度が１９億８，４１０万８，０００円に対し、平成２０年度は２０億４，

２９１万８，０００円で、３．０％の増となっております。その主体をなす医業収益では、平成

１９年度が１６億８，１６２万７，０００円に対し、平成２０年度は１７億１，４４７万円で、

２．０％の増となっております。退職による医師不足の中、外来患者数が落ち込んだものの、入

院患者数がわずかではありますが前年度を上回り、営業収益が増加したためであります。

総費用では、平成１９年度が２１億２，７５３万５，０００円に対し、平成２０年度は２１億

６，５３５万１，０００円で、１．８％の増となっており、うち医業費用では、平成１９年度が

２０億１，２１８万４，０００円に対し、平成２０年度は２０億５，０６７万９，０００円で、

１．９％の増となっております。

病院事業会計の審査意見に移ります。
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その１、前年に比べ入院患者数は４２２人の増、６万７，０５７人、外来患者数は１，０３７

人減の６万４，６２４人となり、患者数が減少いたしました。小児科医師退職による小児科の休

診、小児科外来患者は１，２１５人の減や新規診療所の開業による影響が大きいものというふう

に思います。

医師の退職、休職に対する補充配置など決して容易なことではありませんけれども、関係機関

と緊密な連携を図りつつ、早期に医師を確保することで、安定した病院経営に努力されるよう要

望するものでございます。

その２、病院の経営状況が町全体の財政に与える影響は大きく、将来的な展望に立てば健全な

病院運営が望まれます。病院が保健⋞医療⋞福祉の中心的役割を担うことで、町民に安心⋞安全

を与える意義は極めて大きいと考えます。関係者の共通理解と共通認識のもとで積極的に対応さ

れることを要望いたします。

その３、病院改革プランは医療環境の変化に対しては、時に柔軟に見直しをする必要があると

考えます。町民の大きな期待にこたえ、信頼される魅力ある病院づくりに、職員一体となって取

り組まれますことを期待するものでございます。

最後に、在宅生活支援事業会計について報告いたします。

在宅生活支援事業会計の概要でございますが、収支決算では２３１万７，０００円の当年度純

利益が計上されております。

総収益は、平成１９年度が２，３４３万２，０００円に対し、平成２０年度は２，４０２万円

で、２．５％の増となっております。

総費用は、平成１９年度が２，１１１万７，０００円に対し、平成２０年度は２，１７０万３，

０００円であり、２．８％の増となっております。

訪問看護収益を前年度と比較しますと、収益では居宅介護が６６６万３，０００円で、１０．

０％の減、訪問看護療養が１，７３５万円で、８．２％の増となっております。

費用で見ますと、訪問看護費用が２，１６１万８，０００円で、２．７％の増となっておりま

す。

患者数では、居宅介護が８７４人で、１３．８％と減少し、訪問看護療養についても１，６８

５人で、２．６％減少しております。全体としましては２，５５９人であり、昨年度に比べ１８

５人、６．７％減少している状況というふうになっております。

収支合計では、前年度の純利益２３１万５，０００円であったものが、本年度は２３１万７，

０００円、対前年度比で０．１％の増であり、昨年度と同程度となっております。
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在宅生活支援事業会計の審査意見は、１項のみでございます。

在宅生活支援事業は、西伯病院の機能を活用して、在宅での生活を支援する事業でございます。

収益は昨年と同程度２３１万７，０００円でありましたが、患者数は減少傾向となっております。

病院から在宅へ、在宅から病院へと、緊密な連携を図る上で、在宅生活支援事業が果たすべき役

割は大きいと考えます。今後の一層の事業展開に期待をしております。

以上で、平成２０年度の監査報告を終わりますけれども、昨年度の審査意見としまして、費用

対効果を含めた事業評価を行って検証する仕組みづくりを要望いたしました。行った事業をみず

からが評価するということは、結果の確認や成果の掌握だけではなくて、その手法や手続の修正、

改善、情報の整理にもつながりますし、また問題意識の喚起や情報の共有化、そしてまた、最も

大切な組織としての目標管理へとつながっていくと思っております。本年度の決算審査を通じま

して、多くの部分は事業報告書で各課より説明をもらいましたけれども、事業報告書の中には単

に結果報告にとどまらず、事業の課題や効果をまとめて、先ほど申しました問題意識の醸成や目

標管理につながるものもございました。昨年度の指摘を具体化されたものと評価しております。

しかし、部門ごとに、また担当者ごとに、評価、検証が不十分な事業も多々ありますので、今後

とも事業実施後の事業評価について検証する仕組みづくりの推進をお願いいたします。審査の中

では、今回の審査意見に反映していない意見も多数述べさせていただいております。

今回の審査にかかわる資料や意見を有効に活用されまして、今後の町政に役立てていただきま

すようお願いいたしまして、平成２０年度の審査報告を終わらせていただきます。以上でござい

ます。

○議長（石上 良夫君） これで監査報告を終わります。

本会の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ時間を延長します。

引き続いて、議案第７５号より議案第８２号まで、提案説明をお願いいたします。

副町長、藤友裕美君。

○副町長（藤友 裕美君） 副町長。議案第７５号からでございますけれども、その前に資料を確

認したいと思います。議案書と、それからお手元に配付しております改正条例新旧対照表、これ

も合わせながら見ていただいたらというふうに思います。

議案第７５号、南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正について。

次のとおり南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によって、議会の議決をお願いをい
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たすものでございます。

本議案でございますけれども、これは審議会委員さんなどについて、個別に掲げる特別職以外

の方の報酬について、これまで審議会の開催時間などに関係なく、１日当たり５，２００円とい

うことにしておりましたけれども、出席いただく会議の時間が４時間未満である場合については、

報酬の額を半額の２，６００円とするための条例を改正をいたすものでございます。

この条例は、公布の日から施行するといたしておりますので、審議のほど、よろしくお願い申

し上げます。

続きまして、議案第７６号でございます。議案第７６号、南部町国民健康保険条例の一部改正

について。

次のとおり南部町国民健康保険条例の一部を改正することについて、地方自治法第９６条第１

項第１号の規定により、議会の議決をお願いをいたすものでございます。

本条例でございますけれども、これは健康保険法の施行令の改正によりまして、出産一時金の

支給額について、平成２１年１０月１日から平成２３年３月３１日までに出産した場合の出産育

児一時金について、その支給額を３９万円とすることとされたため、当町の国民健康保険の被保

険者の出産育児一時金についても、同額の支給を行うために必要な改正を行うものでございます。

このたびの出産育児一時金の増額につきましては、平成２１年１０月１日から２３年３月３１

日までの経過措置であるために、附則を１項加える改正をしたところでございます。

新旧対照表の方の２ページを見ていただきたいと思います。附則に追加する内容でございます。

これは平成２１年１０月から平成２３年３月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過

措置ということで、附則に掲げるものでございます。

５といたしまして、被保険者または被保険者であった者が、平成２１年１０月１日から平成２

３年３月３１日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金については、第５条の規定の

適用については、同条第１項中「３５万円」とあるものを、「３９万円」とするという内容を追

加をいたすものでございます。

この条例の施行日は、２１年１０月１日といたしておりますので、よろしくお願い申し上げま

す。

続きまして、議案第７７号でございます。これは、南部町営住宅条例の一部改正についてでご

ざいます。

次のとおり南部町営住宅条例の一部を改正することについて、地方自治法第９６条第１項第１

号の規定によって、議会の議決をお願いをいたすものでございます。
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本条例につきましては、鴨部、城山住宅に新たに建設いたしました住宅の供用開始をするため

の条例を改正するものでございます。

改正の内容としましては、平成２１年度に建設した住宅、計３棟を新たに追加するものでござ

います。

この条例の施行日は、公布の日といたしておりますので、よろしくお願いを申し上げます。

続きまして、議案第７８号、町道路線の認定についてでございます。

次のとおり町道の路線を認定することについて、道路法第８条第２項の規定により、議会の議

決をお願いをするものでございます。

新たに町道として、２路線を認定をお願いをするものでございます。

これについては、お手元にこういった路線図を配付しておるというふうに思います。これを見

ていただきたいというふうに思います。

１つは、整理番号３３４０番としまして、路線名は諸木線支－５、起点が諸木字前田３４９地

先、終点が諸木字前田３３６－４地先ということが１路線でございます。これについては、延長

は８２メートルということでございます。

それから、整理番号の３３４１番としまして、早田国道線、起点が上中谷字堂ノ前１１２９－

１２地先、終点が上中谷字ヤシキ１１４４－１地先ということでございます。これの延長につき

ましては、７６メートルといたしておるものでございます。

以上でございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。

○議長（石上 良夫君） 総務課長、森岡重信君。

○総務課長（森岡 重信君） 総務課長でございます。

議案第７９号

平成２１年度南部町一般会計補正予算（第３号）

平成２１年度南部町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３１，９２４千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ６，５８２，４３７千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

－６２－



第２条 地方債の追加と変更は、「第２表 地方債補正」による。

平成２１年９月１１日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２１年９月 日 決 南部町議会議長 石 上 良 夫

説明に入ります前に、概略を説明させていただきます。このたびの補正予算でございますが、

国の経済対策による補正予算に関連した事業の追加でございます。小⋞中学校デジタルテレビ整

備事業３，２６０万２，０００円を計上しております。また、小⋞中学校理科教育設備整備事業

６２５万９，０００円を計上しております。また、子育て応援特別手当１，２６１万９，０００

円を計上しております。子育て総合支援センターのびのびの整備ということで２２５万３，００

０円などでございます。それと、もう一つは、６月、７月の大雨によります災害復旧事業費を１，

３５６万２，０００円の補正などをお願いするものでございます。

前段に申しました事業でございますが、国の補正予算、これに関連した事業につきましては、

現段階では政権交代によって事業が凍結になる可能性もございますので、県等と協議をしながら

事業を進めていけるよう考えておるところでございます。

それでは、事項別で説明をさせていただきます。１２ページでございます。１款議会費でござ

いますが、研修旅費２万３，０００円は、滋賀県の国際文化研究所において、議員特別研修を受

講される予算をお願いするものでございます。

２款総務費、一般管理費でございます。人件費でございますが、これは給料、職員手当、共済

費でございます。人事異動、それから共済組合負担金の率の増によります変更でございます。全

体につきましては、２７ページの方に明細書をつけております。以降は、人件費についての説明

は省略をさせていただきます。次に、その下に賃金を設けておりますが、２７４万９，０００円、

これは産休に入ります職員のかわりの職員として、臨時職員をお願いするものでございます。

１３ページ、４目のＣＡＴＶ管理費でございます。委託料２７万７，０００円、それと工事請

負費２１２万５，０００円は、県道福成戸上米子線改良工事に伴いますケーブルテレビの電柱移

設の補正でございます。

７目財産管理費でございます。委託料でございますが、保守管理の期限が切れます本町のメー

ンの通信系の、ネットワークサーバーの更新のための設定委託料２６７万８，０００円でござい

ます。また、ファイルサーバーの購入費に伴う設定委託料４０万９，０００円を補正するもので

ございます。その下の備品購入費は、先ほど説明した通信系ネットワークのサーバー９０９万５，

０００円、ファイルサーバー７０万６，０００円の購入でございます。それから、環境に優しい
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クリーンエネルギー自動車、いわゆるハイブリッドカーというものでございますが、これを購入

する費用として１８９万５，０００円の予算をお願いするものでございます。

１６目企画費でございます。負担金、補助及び交付金で、住宅用太陽光発電システム補助金と

いうことで１００万ほど計上しております。当初は町の単独事業で１キロワット当たり５万円、

最大４キロまでとしておりますが、これの助成を実施する予定でございましたが、県が６月補正

予算により新たに補助金を新設し、その補助基準が１キロワット当たり７万５，０００円、最大

４キロまで助成ということになったことから、本町も補助基準を変更して実施するための不足分

をお願いするものでございます。

１７目地域自治振興費でございます。負担金、補助及び交付金のまちづくり推進助成４３万２，

０００円でございますが、これは西地区の公民館のトイレが壊れ、浄化槽の接続とあわせて改修

を実施するための助成でございます。

次に、２０目諸費、償還金、利子及び割引料の町税過誤納還付金２００万円でございます。こ

れは、固定資産税の還付が当初の見込みより増加するため補正をするものでございます。

１４ページに移ります。合併記念事業でございますが、ここでは町制５周年記念事業として実

施する事業として、新たにガーデニングコンテストの事業費と、全国柿の種吹き飛ばし大会予選

会の開催場所が兵庫県宝塚市に決まったことに伴う予算の組み替え、それと町歌、南部町音頭の

ＰＲ費用をお願いするものでございます。

１６ページに移ります。３款民生費、社会福祉費でございます。ここでは地域での介護、福祉

の担い手となる生活⋞介護支援サポーター、これを養成するための事業費として１４４万５，０

００円、内訳でいいますと報償費が４９万、旅費が１４万７，０００円、食糧費が８，０００円、

消耗品１５万、通信運搬費等々ございます。借り上げ料５０万等になっておりますが、これを計

上しております。なお、この事業につきましては国の補助金を１０分の１０の補助になりますが、

これを利用して県内の他の自治体と合同で事業を実施し、事務担当を南部町が担当するものでご

ざいます。

次に、２目障がい者福祉費でございます。負担金、補助及び交付金、臨時特例基金特別対策事

業でございますが、障害者自立支援法の確実な定着のため、個々の事業者の新事業体系への移行

を促すとともに、新法施行に伴う激変緩和措置を行っているものでございます。通信サービス利

用促進事業で１８２万をお願いしております。

１７ページに移ります。上段に４目高齢者福祉費、工事請負費、老人福祉施設ゆうらくでござ

いますが、改修工事９１７万４，０００円でございます。これは経年による劣化した箇所と、利

－６４－



用者の方に御不便をおかけしております玄関の、ロータリー設置などの改修に伴う費用をお願い

するものでございます。

次に、２項児童福祉費でございます。保育園費、非常勤保育士⋞調理員報酬６９１万１，００

０円でございますが、これは３月末に退職しました保育士、それから調理師の調整と、気になる

子のための加配保育所の補正をするものでございます。

その下、工事請負費１９８万８，０００円でございます。これはつくし保育園の排水設備を下

水道に接続するものでございます。

１８ページに移ります。子育て支援費、これは国の補正予算による子育て応援特別手当の事業

費として、１，２６１万９，０００円を組んでおりますが、主な費用としては、その応援特別手

当１，１５２万円でございます。子育て総合支援センターのびのび、駐車場整備ということで１

１８万７，０００円へ補助をするものでございます。これは財源が国２分の１、県４分の１とな

っております。

１９ページ、農林水産業費でございます。緑水園管理費の工事請負費でございますが、当初お

願いをしておりました緑水園の浴槽の改修工事詳細設計が完了した段階で増額が必要になったた

め、２８５万２，０００円をお願いするものでございます。

２０ページに移ります。備品購入費の５７７万５，０００円でございますが、緑水園のマイク

ロバス、これを更新するための予算でございます。

次に、７款土木費、道路新設改良費でございます。ここに、当初予算では入蔵線の防火水槽移

設を補償金で対応する予定でございましたが、新たにここに工事費等で予算の組み替えを行うも

のでございます。続きまして、補助及び交付金の県道改良事業負担金２２５万円ですが、これは

国の経済対策によりまして、追加工事がされたものによる補正でございます。

４項の住宅費でございます。委託料の８６万３，０００円、これは鴨部団地の払い下げに対す

る土地の測量費用でございます。

５項公園費でございます。工事請負費４５１万５，０００円は、カントリーパークの野球場の

内野の整備ということで計上をしております。現在、内野と外野に段差が生じるなど、機能が低

下しておりまして、秋にあります中国大会に向けて整備をするものでございます。

８の消防費でございますが、３０万円ほど減額をしております。これは先ほど申した組み替え

によるものでございます。

２２ページに移ります。９款の教育費でございます。４月から県が取り組んでおります学校、

家庭、地域が連携して、子供の基本的な生活習慣や学習習慣の定着をするために、勉強がんばろ
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うキャンペーン事業に、本町も県からの補助１０分の１０ですけども、受けて実施しておるもの

でございます。１９９万円をお願いするものでございます。

２項小学校費でございます。委託料と、次ページの工事請負費、備品購入費でございますが、

先ほど申しました小学校のデジタルテレビの整備に当たるものでございます。

２３ページです。２目教育振興費、備品購入費ですが、２８１万４，０００円でございます。

理科教材の備品を購入するための予算でございます。これも冒頭の事業の中の部分でございます。

中学校費の教育振興費でございますが、小学校と同様でございます。

２４ページですが、保健体育費、学校給食費でございます。旅費の２５万８，０００円は、６

月の補正予算でお願いしております学校給食食育推進事業に栄養教師、ほかの先進地視察の旅費

を補正でお願いするものでございます。

２５ページ移ります。災害復旧費、農地災害復旧費でございます。これは６月、７月の大雨に

よる被害を受けたもので、武信、柏尾地区の農地の災害復旧工事をお願いするものでございます。

それから、農業用施設災害復旧費、これが７月の大雨でございます。谷川の農道、それから金

田の用水路の災害復旧の予算でございます。

その下の公共土木施設災害復旧費でございます。これは７月の大雨によるものでございまして、

町道﨏線、絹屋になりますけども、これの復旧予算でございます。以上が歳出でございます。

続きまして、歳入の説明に移ります。８ページに移ります。上段、９款地方特例交付金でござ

います。これは交付額の確定による補正でございます。

次に、分担金及び負担金、農林水産業負担金でございますが、歳出の方で御説明した災害の関

係の地元負担金２６７万８，０００円の予算でございます。

２項の民生費負担金でございますが、これは臨時特例基金特別対策事業負担金ということで、

３５万６，０００円を上げております。これは町内施設のわかとり作業所、祥福園を、町外の方

が利用されたときに負担していただくものでございます。

１４款国庫支出金、災害復旧費国庫負担金ですが、先ほど申しました町道﨏線の災害復旧にか

かわるものでございます。

９ページに移ります。国庫補助金でございますが、総務費国庫補助金、これが地域活性化⋞経

済危機対策臨時交付金になります、１，６５４万５，０００円。南部町の交付限度額が３億１，

０６７万２，０００円のうち、６月補正で予算化しました３億１５万７，０００円を除いた残り

の交付額を予算化するものでございます。

土木費の国庫補助金、地域住宅交付金でございますが、１，７８９万３，０００円、これは交
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付決定による補正でございます。

教育費国庫補助金ですが、学校教育施設等整備費補助金１，５６３万９，０００円、これと理

科教育設備整備費等補助金でございます。これは歳出で説明いたしました小⋞中学校のデジタル

テレビと、理科教材整備というものに係るものでございます。

１５款県支出金でございます。総務費県補助金でございますが、支出の方で説明しました太陽

光発電の補助金２００万円を予算化するものでございます。

１０ページに移ります。財産収入でございます。財産収入、省略します。

１８款繰入金ですが、緑水園管理運営基金繰入金でございますが、これは緑水園の改修工事の

増額に伴う繰入金でございます。

１１ページ、諸収入、雑入でございます。総合賠償補償保険金１００万円でございますが、こ

れは東長田の山村広場で開催されましたゲートボール大会で、けがをされた方への保険請求が通

ったということで計上するものでございます。

その下に町歌⋞なんぶ音頭ＣＤ売り上げ代ということにしておりますけども、これは販売促進

をかけて収入を計上するものでございます。

町債でございます。地方道路等整備事業債２９０万円は、県道改良負担金の増額に伴う予算で

ございます。

その下の、町営住宅整備事業債１，８７０万円の減額は、地域住宅交付金が増額になりました

ので減額をするものでございます。

今度は、５ページの方に移っていただきたいと思います。第２表の地方債の補正でございます。

追加及び限度額の変更でございます。追加は、公共土木施設災害復旧事業債、限度額が２１０

万円でございます。

変更は、地方道路整備事業債が限度額を５，０３０万円から５，３２０万円に、２９０万円を

増額するものでございます。町営住宅整備事業債５，７００万円から３，８３０万円に、１，８

７０万円減額。臨時財政対策債ですけども、３億４，１００万円から３億４，０８０万円に、２

０万円減額するものでございます。利率等につきましては変更ございません。

以上で、長くなりましたが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどをお願い

いたします。

○議長（石上 良夫君） 健康福祉課長、前田和子君。

○健康福祉課長（前田 和子君） では、議案第８０号について御説明を申し上げます。
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議案第８０号

平成２１年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

平成２１年度南部町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

（歳出予算の補正）

第１条 歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出予算の金額は、

「第１表 歳出予算補正」による。

平成２１年９月１１日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２１年９月 日 決 南部町議会議長 石 上 良 夫

４ページをお開きください。歳出。１款総務費、徴税費でございます。賦課徴収費の１９節負

担金、補助及び交付金でございますが、２５万３，０００円の補正をお願いするものでございま

す。これは納税組合に対する奨励金の当初の見込みより、発送分の数が多かったために補正をお

願いするものでございます。

７款保健事業費、健康施設管理費でございます。これにつきましては省略をいたします。

８款諸支出金の、償還金でございます。６３万１，０００円の補正をお願いするものでござい

ます。これは国庫負担金等の返還でございまして、給付費等の実績により超過額が生じたために

返還をするものでございます。

１０款予備費９９万４，０００円の減額補正をお願いをいたしますが、これは前期の補正額に充

てるために予備費を減額するものでございます。

続きまして、老人保健特別会計の補正の方に移りたいと思います。

議案第８１号

平成２１年度南部町老人保健特別会計補正予算（第１号）

平成２１年度南部町の老人保健特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２，７６７千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１４，２７８千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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平成２１年９月１１日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２１年９月 日 決 南部町議会議長 石 上 良 夫

４ページをお開きください。歳入から御説明を申し上げます。５款繰越金１，２７６万７，０

００円を補正し、１，２７６万８，０００円とするものでございます。これは前年度繰越金が確

定したことによる補正でございます。

歳出でございます。２款諸支出金ですが、１，２７６万６，０００円を補正し、１，２７６万

７，０００円といたすものでございます。これは医療給付費等の返還金でございます。

それから、３款予備費でございます。１，０００円を補正いたしますが、これは端数調整とし

ての補正でございます。以上、御審査のほど、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（石上 良夫君） 上下水道課長、頼田泰史君。

○上下水道課長（頼田 泰史君） 議案第８２号について説明をいたします。

議案第８２号

平成２１年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

平成２１年度南部町の公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，０６４千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１７８，４７０千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２１年９月１１日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２１年９月 日 決 南部町議会議長 石 上 良 夫

４ページをごらんください。歳出の方から説明をいたします。総務費、一般管理費、職員共済

組合負担金６万４，０００円の補正でございます。

維持管理費、工事請負費、清水川地内の１８０号バイパス工事に伴う下水道管移転工事費でご

ざいます。３００万円でございます。

歳入の方です。繰越金６万４，０００円、前年度繰越金でございます。
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工事の方は、県の方より補償費が参りますので、諸収入、雑入の方に３００万円補正を予定し

ております。以上、御審議よろしくお願いいたします。

○議長（石上 良夫君） 休憩します。

午後５時０５分休憩

午後５時２５分再開

○議長（石上 良夫君） 再開します。

先ほどの提案理由の説明で病院事業会計におきまして、一部計数に誤りがあるとの申し入れがあ

りました。先に報告を受けたいと思います。

病院事務部長、陶山清孝君。

○病院事務部長（陶山 清孝君） 先ほど御提案いたしました７４号、南部町在宅生活支援事業会

計決算報告書の中に、一部ミスプリントがありましたので訂正させていただきます。同ページの

３ページをお開きください。１の前年度未処分利益剰余金、一番上段でございます。５４３万７

０２円と書いてありますのは、これはミスプリントでございまして、( ３) にあります繰越利益

剰余金と同額でございます。申し上げます、７７４万６，１３５円。前年度未処分利益剰余金５

４３万７０２円を、７７４万６，１３５円に訂正してやってくださいませ。申しわけございませ

んでした。

○議長（石上 良夫君） 提案説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑に当たりましては議事の進行上、日程の順に従い、ページ及び

項目を明示されるよう望みます。また、自己の所管する委員会におきましては、委員会の中で十

分御質疑いただきますよう、先にお願いをしておきます。

議案第６１号、平成２０年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について。質疑はありません

か。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 総論的なことを１点だけお聞きします。以前、起債償還について

は、ピークがたしか平成の２３年じゃなかったかというぐあいに私の頭にあるんですけども、現

状ではどうなんでしょうか。実は、健全化の分を見ますと、結構安定してるんじゃないかと思う

んですが、見通しとしては、先のことだからまだ確定的なことは言えないとは思いますけども、

見通しとしては、やはり２３年がピークというぐあいに認識してよろしいでしょうかということ

を１点だけお尋ねします。
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○議長（石上 良夫君） 総務課長、森岡重信君。

○総務課長（森岡 重信君） ６月でしたかね、皆さんの方にお配りした部分でのピークの部分が

ありますので、議員の認識のとおりでよろしいです。

○議長（石上 良夫君） １３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） ということは、比率もそのような、あの段階の比率というぐあい

に、やっぱり認識をしておいてよろしいでしょうか。

○議長（石上 良夫君） 総務課長、森岡重信君。

○総務課長（森岡 重信君） ちょっと比率というのは、公債比率の関係なんですか。それは、そ

の額自体はピークがありますけども、もとになる分母の部分が変わってくれば、率はまた違って

まいります。

○議長（石上 良夫君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 質疑ありません。

議案第６２号、平成２０年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

質疑ありませんか。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 決算書の１００ページです。現年分の徴収率ですか、９１．６２％

という報告だったと思いますけれども、滞納になっている状況の特徴的な変化、国保税でこの間

経済情勢がどんどん悪化しておりまして、９１．６２％というのは本当にいかに国保税のレベル

が高いかということとあわせて、生活苦ということを物語っているのではないかと思いますけれ

ども、担当課といいますか、徴税ですから税務課が所管になるのでしょうか。対前年との比較で

特徴的なことがあると思いますので、御説明よろしくお願いいたします。

○議長（石上 良夫君） 税務課長、米澤睦雄君。

○税務課長（米澤 睦雄君） 税務課長です。対前年比２．３％、国保税の徴収率は落ちておりま

すけれども、この主な原因でございますが、平成２０年度から後期高齢者医療制度が始まりまし

て、そこにいわゆる優良納税者といいますか、ほとんど、先ほどの健康福祉課長の方から、後期

高齢者医療は９９．９２％だというような話がございましたが、そういう部分が後期高齢者医療

制度の方に移ってしまったということでございまして、それがこのたび２．３％下がった主な原

因でございます。

あと、原因として考えておりますのは、もう１点は、国保税の納期は１０期でございましたの
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が、平成２０年度は８期にいたしております。その分もちょっと影響があったんじゃないかとい

うふうに考えておりますし、もう１点は、やはりこの厳しい経済情勢の中で、前年に比べて国保

税の所得割といいますのは前年所得にかけますので、前年に比べて所得が少しでも減ったんじゃ

ないかなというふうには考えております。以上です。

○議長（石上 良夫君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 私は、特徴については、経済情勢で去年に対して収入が減られた方

もあるのではないかという、想像のようなお話だったんですけども、もうちょっとリアルな状況

をつかんでおられませんか。滞納になるというのは、それぞれ徴収に行くわけですから実際に被

保険者の状況を、徴収に担当される方から報告を課長は受けられると思うんですよね。そういう

ところから、もう少しリアルな説明をお願いしたいんですよ。

それで、もう一つ、気になるのは９１．６２％で、対前年比２．３％落ちているというこの原

因で、優良納税者が抜けたというような発言ですけれどもね。とすると、不良納税者が残ったと

いう言い方になってしまうんですよね、そういう認識ですか。その点よろしくお願いいたします。

○議長（石上 良夫君） 税務課長、米澤睦雄君。

○税務課長（米澤 睦雄君） 税務課長です。優良納税者が抜けても、まだ国保税の中には優良の

納税者はたくさんいらっしゃいます。以上です。

○議長（石上 良夫君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議員（４番 植田 均君） 済みません。私、２つ質問してますので。（発言する者あり）

○議長（石上 良夫君） 税務だけんな。

○議員（４番 植田 均君） 国保です。

○議長（石上 良夫君） 国保だけど、税がかかっておるけんな。（発言する者あり）

進みます。

議案第６３号、平成２０年度南部町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について。ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第６４号、平成２０年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定については。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） １点だけお聞きします。この決算書のページでいいますと１３４
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ページなんですが、款では４款の住宅新築資金貸し付け元利収入の分で、滞納繰り越し分の中で、

ずっといきますと収入未済額が５，２２４万３，３２０円上がってますが、これは利息も含んで

でしょうか、それとも元本だけの金額でしょうか。それだけを１点お聞きします。

○議長（石上 良夫君） 教育次長、稲田豊君。

○教育次長（稲田 豊君） 教育次長です。貸し付けをしておりますものの滞納分になりますの

で、償還の方は元利金の均等償還になっております。利息も含まれた金額になります。

○議長（石上 良夫君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第６５号、平成２０年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 決算書の１４９ページです。総務費の支出済み額の中で、西部広域

行政管理組合に灰溶融炉の分の負担金を支払っているということですけども、その金額がわかり

ますか。

○議長（石上 良夫君） 上下水道課長、頼田泰史君。

○上下水道課長（頼田 泰史君） 上下水道課長です。今年度が９５万６，５２６円でございます。

○議長（石上 良夫君） ほかに質疑はありませんか。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 改めて聞くんですけども、農集の加入率はなかなか進まないとい

うことですが、現在の加入数は、世帯数は幾らでしょうか。

○議長（石上 良夫君） 上下水道課長、頼田泰史君。

○上下水道課長（頼田 泰史君） 上下水道課長です。接続率を申し上げます。全体戸数が、対象

戸数が１，５９６で、加入戸数が１，３６１、８５．３％でございます。

○議長（石上 良夫君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第６６号、平成２０年度南部町建設残土処分事業特別会計歳入歳出

決算の認定について。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第６７号、平成２０年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決

算の認定について。
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４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 決算書の１６７ページです。浄化槽分担金の現年度分の収入未済額

が１００万円ですよね。これは、全体として大変大きな金額になってると思いますけれども、特

別な理由があるのではないかと思いますけれども、その点いかがでしょうか。

○議長（石上 良夫君） 上下水道課長、頼田泰史君。

○上下水道課長（頼田 泰史君） 特段、特別な理由というのは聞いておりません。

○議長（石上 良夫君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 浄化槽を設置して、その年の現年分の分担金ですから、７２５万５，

０００円のうちの１００万円ですから、これ率としては大変大きいわけですね。これに特別な理

由がないというのもおかしな話で、そこを課長がつかんでおられないというのは、ちょっと考え

られないんですけどもどういうことですか。

○議長（石上 良夫君） 上下水道課長、頼田泰史君。

○上下水道課長（頼田 泰史君） 単純に３０何万円のということではなくって、調定額、例えば

７２５万５，０００円なんですが、これが３７世帯分ということなので、１００万円というのも

６世帯部分になります。ですので、分納しておられる方もございますし、一括で払われる方とい

うのもあるということなので、そこら辺の具体的な理由というのはなかなかつかんでおりません。

○議長（石上 良夫君） ほかに質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（石上 良夫君） 議案第６９号、平成２０年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出

決算の認定について。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第７０号、平成２０年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認

定について。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第７１号、平成２０年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第７２号、平成２０年度南部町水道事業会計歳入歳出決算の認定に

ついて。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（石上 良夫君） 議案第７３号、平成２０年度南部町病院事業会計歳入歳出決算の認定に

ついて。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 議長、病院は質疑しますけども、ちょっと飛んでません。（発言す

る者あり）

○議長（石上 良夫君） 失礼しました。６８号、再度読み上げます。

議案第６８号、平成２０年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 決算書の１８０ページですけども、先ほどの浄化槽と似たようなこ

とですけれども、公共下水道分担金の現年分の収入未済額が４３５万５，０００円です。これは

もっと比率が高いんですよね、１，０７２万の調定額に対して４３５万５，０００円ですから。

これも特別な理由があるのではないかと思いますけれども、よろしくお願いします。

○議長（石上 良夫君） 上下水道課長、頼田泰史君。

○上下水道課長（頼田 泰史君） これの調定額１，０７２万の件数は１００件でございます。収

入未済の４３５万５，０００円の件数は４０件になります。もちろん先ほど説明いたしましたよ

うに一括で払われる方、分納の方いらっしゃいますので、これも特段の理由というのはつかんで

おりません。

○議長（石上 良夫君） 議案第７３号、平成２０年度南部町病院事業会計歳入歳出決算の認定に

ついて。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 大変厳しい病院経営を頑張ってやっていただいていることは、御苦

労だと思っております。それで、今回１億、現年分で１億２，０００万ですか、赤字決算なわけ

ですけれども、一つは、これまでずっと現金ベースでは黒字だということで、減価償却費と資産

減耗費を過年度分の剰余金として持っておって、それを取り崩しといいますか、活用することに

よって現金ベースでは黒字だということだったですね。

大変な状況ですけれども、私が一つお聞きしたいのは、資産減耗費と減価償却費があとどれぐ

らいあるのかということと、それから、より根本的にはこれ国政上の問題が大変大きいと思うん

ですよ。（発言する者あり）いや、いや、それで町長にお聞きしたいんですけれども、今回の総

選挙でこれまでの社会福祉費２，２００億円ずつ……。

○議長（石上 良夫君） 病院の質疑をしてください。（発言する者あり）
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○議員（４番 植田 均君） 町長に聞いております。国民の意思は今回の総選挙で……（発言す

る者あり）示されたのではないかと思っておりますけども、今後、町長はこの社会福祉費のこれ

までいろんな……( 発言する者あり)

○議長（石上 良夫君） 病院の質疑をしてください。とめますよ。（発言する者あり）

○議員（４番 植田 均君） 総医療費抑制路線をこれまで国は……（発言する者あり）してきた

わけですけれども、それに対して病院経営を守っていくためには、その見直しは必要だと思いま

すけれども、町長の見解をお聞きしたいと思います。

○議長（石上 良夫君） 病院事業管理者、田中耕司君。

○病院事業管理者（田中 耕司君） 従来、黒字だと言ってまいったわけですけども、今、現に１

億２，２００万の赤字が出てるわけでございます。それで、これが総務省も問題だということを

言っておりまして、議員の皆様方にもお示ししたとおりでございますけども、西伯病院の改革プ

ランをお示しして、２３年だったと思いますけども、経常経費が１００に近づく努力をしてまい

るといったところでございます。

それで、今まで申しておりましたのは、議員の御意見と、少し意味を取り違えてるところかも

わかりませんけど、今まで申し上げてきたのは、内部留保資金が２億何がしあってということを

言って、それが余裕金だということを申してきたと思っております。それが今までの２０年度の

を踏まえますと、年に４，５００万程度ずつマイナスになってくるわけでございます。その赤字

幅が大きくなると、それも非常にタイトになってくると、そういうふうになれば資金ショートも

起こるということも非常に、ことしと来年に非常に取り組まなきゃならん課題がございます。そ

ういうふうに思っておりまして、幾らあるからどうこうということじゃございませんけども、累

積もきょうお示ししましたように１０億何がしになってると、ただ計数上の問題だといいながら

そこで資金を蓄えて、将来の投資に医療機器でも何でも整備していかなきゃいかんわけで、その

ときには現金が要るわけでございますね。そういうことを考えまして、ことし、来年と経営をし

ていかなきゃ非常に厳しいと、そういう認識でございまして、病院内にも黒字だからいいという

ようなことは申しておりません。以上でございます。

○議長（石上 良夫君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第７４号、平成２０年度南部町在宅生活支援事業会計歳入歳出決算

の認定について。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（石上 良夫君） 議案第７５号、南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部改正については。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） ちょっと伺います。この条例改正の裏にあるのは、恐らくこの委

員会を開いて、恐らく半日に終わる頻度が確かに多いということから、そういうぐあいに改正さ

れるんだと思うんですよ。そこで聞くんですけども、いわゆる委員会の中で比率からすれば全日

に使ったのか、日に対して半日で終わったというのがきちっと数字はなくていいけど、あらかじ

め大体、何割ぐらいはなったんだろうかと、今までのやり方で。そのことについて１点だけお聞

きします。

○議長（石上 良夫君） 総務課長、森岡重信君。

○総務課長（森岡 重信君） 今までの会の部分でいえば、昼からの会で５時までとか、昼をまた

ぐというようなことはなかったと思います。ほとんどが４時間以内くらいな時間だったと思って

おります。

○議長（石上 良夫君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第７６号、南部町国民健康保険条例の一部改正について。質疑はあ

りませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第７７号、南部町営住宅条例の一部改正について。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第７８号、町道路線の認定について。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 町道路線で、新たに２路線を認定するということですけども、これ

まで認定されなかったっていうか、認定の基準といいますか、その点、１点だけよろしくお願い

します。

○議長（石上 良夫君） 建設課長、三鴨義文君。

○建設課長（三鴨 義文君） 建設課長です。このたび、認定を提案しておりますのは２路線でご

ざいまして、これはそれぞれ理由がありまして、認定委員会っていう組織の中で認定していこう

ということで提案しておりまして、今までどうですか、認定できなかったというものは、私の記

憶の中ではないというふうに思っておりますけども。以上です。
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○議長（石上 良夫君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 認定委員会を開かれて認定されるのはわかるんですけども、そこに

何らかの基準を持ってやられるのではないかということで、そのことをお聞きしたんですけども、

その点どうでしょうか。

○議長（石上 良夫君） 建設課長、三鴨義文君。

○建設課長（三鴨 義文君） 建設課長です。町道も１級、２級、その他町道というのがありまし

て、それぞれ町道になるべき主要な路線と結ぶですとか、公共施設を通過するですとか、集落２

戸以上、あるいは２５戸以上結ぶとか、いろいろな条件がありまして、その中に合致したものを

委員会の中で議論して提案させてもらってきております。以上です。

○議長（石上 良夫君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第７９号、平成２１年度南部町一般会計補正予算（第３号）。

９番、細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） １点だけ、中身については次のときにお聞きします。最初に１点

だけ。総務課長はちょっと意味深なことを一言言われましたので、再度確認したいと思います。

この補正予算は国の経済対策等の補正予算が主になっておりますが、御存じのように政権交代

になると。その民主党の公約に国の今度、第１次、第２次補正予算は一応凍結するという公約が

ありました。もし、これが実行になれば、今回の２１年度一般会計補正予算（第３号）は、全面

的に見直し、またはもう一度取り消しとか、そういうような予算編成になるものでしょうか。

○議長（石上 良夫君） 総務課長、森岡重信君。

○総務課長（森岡 重信君） これが凍結されるということになりますと、今計画をしている事業

の原資というものがありませんので、当然それは減額といいますか、落とすような作業が必要に

なってくると思います。

○議長（石上 良夫君） ９番、細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） こういうことはぜひとも町を挙げて、また県も挙げて、こういう

ことは阻止していただかないけんと思っておりますし、今、実際、この原資でやっている事業に

ついては、もちろんとまることはないと思いますけども、もし、そういうことになれば、この今

回の補正７９号、補正予算にだけ限るものでしょうか。

○議長（石上 良夫君） 総務課長、森岡重信君。

○総務課長（森岡 重信君） まだ政権が発足しておりませんし、まだいろんなことが決まってお
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りませんので、確かなことはなかなか言いづらいわけですけども、私の個人的な思いからすれば、

当然、金の使い方というものが変わってまいりますので、今まで使っておったところにそのまま

使っていくような形はならないと思いますので、大分混乱をするのかなというふうに考えており

ます。

○議長（石上 良夫君） ほかに質疑はありませんか。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 補正予算書の９ページ、これちょっと所管にかかわる……。

○議長（石上 良夫君） 所管は先ほど言いましたけど、議員も……（発言する者あり）皆さんの

約束事でありますので、きちんと守ってください。再々でありますので……。

○議員（４番 植田 均君） 進みます。ちょっと待ってくださいよ。１６ページです。障がい者

福祉費で、ちょっと説明のときにどこに該当するか聞き漏らしましたけども、障害者自立支援法

にのっとって、これを定着させるための事業をやっていると。障がい者計画策定委員謝礼に当た

るのか、ちょっとその辺はどこに当たるのかわかりませんけども、障害者自立支援法を定着させ

るための事業みたいな説明のように受け取ったんですけども、今回の政権交代によって、障害者

自立支援法は廃止っていう方針が出されていますよね。そういう中でこういう、それに逆行する

ようなことをする意味があるのかなと。（発言する者あり）その辺の考え方を聞きたいと思いま

す。

それから、１７ページ、高齢者福祉費の老人福祉施設ゆうらく改修工事９１７万４，０００円、

これどういう工事ですかということです。

それから、１９ページ、緑水園管理費の中の工事請負費、緑水園小⋞中浴場改築工事２８５万

２，０００円ですけども、これ補正前にかなりの金額で、補正内で当初でしたかね、この増額補

正をしなければならなかった原因について説明をお願いします。

それから、２０ページの緑水園のバスの購入５７７万５，０００円ですけども、現在保有して

いるバスの台数で、今の集客状況で新たにこういうバスを買いかえるほどの集客力があるのかな

と、ちょっと失礼な言い方なんですけども、今、どういうことで買いかえるのか、今使ってる自

動車が何年経過して使用に耐えなくなったのかというあたりの説明をね。それと、やっぱりその

保有台数が本当に必要かどうかっていうあたりの説明を求めたいと思います。

それから、２１ページの土木費の中の公園管理費、カントリーパーク野球場内、これ掻起工事

と読むんですかね、内野と外野の段差があるというようなことですけども、これが通常の野球場

の管理でやりますが、トンボというやつで作業しますけれども、そういうことでは対応できない
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という状況なのか、その公園管理が実際、通常の管理が何でこういうことが必要なのかというあ

たりの、よくわかるような説明をお願いしたいと思いますけども、よろしくお願いいたします。

○議長（石上 良夫君） 健康福祉課長、前田和子君。

○健康福祉課長（前田 和子君） 健康福祉課長でございます。私の方からは２点お答えをさせて

いただきたいと思います。

まず初めに、自立支援法の関係でございますけれども、これにつきましては障がい者計画とは

別物でございます。この障がい者計画策定委員に対します謝礼につきましては、これは１９年に

策定した第１次計画につきまして見直しということで、数値目標の見直しを行うものであります。

それで、先ほど御質問のございました障害者自立支援法が廃止になることによって、こういう

ものをする意味があるのかというような意味合いで御質問をなさったと思いますけれども、障が

い者の方に対します支援というものは、どのような制度になりましょうとも、自立支援法がたと

え廃止になりましょうとも、これはとまることがない、とめるべきではないというのは、皆さん

の一致した考えではないかというふうに思っておりますので、これは継続的に取り組むものでは

ないかというふうに思っております。

それから、高齢者福祉費のゆうらくの改修工事でございますけれども、今回、補正をお願いい

たしますのは、玄関前のロータリーとか、特浴室の脱衣場の改修など、入所なさっております方

にとりましては、大変大切な改修工事ではないかというふうに考えております。ゆうらくの責任

において改修すべきものなどを精査しまして、残りをお願いするものでございますので、よろし

くお願いをいたします。

○議長（石上 良夫君） 産業課長、景山毅君。

○産業課長（景山 毅君） 産業課長です。１９ページの緑水園小⋞中浴場改築工事ですけども、

これは設計ができない段階で、当初に１，０００万の予算を組んでおりました。これが設計の積

算ができましたので、２８５万２，０００円を増額をさせていただくものであります。

それから、次ページの、２０ページの備品購入費でありますけども、緑水園バス購入というこ

とで、現在台数が３台ございます。今、計画しておりますバスは、平成４年１月初年度登録とい

うことで、１７年と約半年経過しているものでございまして、経年によります老朽化のために環

境対策車の方に変更していくというものでございますので、よろしくお願いします。

○議長（石上 良夫君） 教育次長、稲田豊君。

○教育次長（稲田 豊君） 私の方からは、２１ページにありますカントリーパークの関係、公

園費です。教育委員会が所管をしておりますので、総務常任委員会の中の質問になると思います
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けれども、簡単に言いたいと思います。

カントリーパーク野球場ができてから２０数年たっております。この間に抜本的な補修等を行

っておりません。そのために先ほど総務課長が言ったように、内野と外野のところの段差が生じ

ております。これは経年によります内野の泥の塊によって下がっておるものや、雨水、雨等によ

って流れ出したもの等が考えられます。そういったものを中国大会が行われるまでに応急な処置

をするものと、カントリーパークが閉園中に抜本的な改修をするものでございます。

○議長（石上 良夫君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 先ほどの障害者自立支援法の定着にかかわるっていう説明だったと

思うんですけれども、私、障がい者福祉を否定するような立場で質問しておりませんので、結局、

どういうことをしようとしているのかということがよくわからないんですよ。そのことを説明し

ていただきたいということです。

それから、ゆうらくにつきましては、必要な工事だという説明でしかないので内容がわからな

いので、内容について聞いておりますので、よろしくお願いします。

それから、緑水園のバスですけど、私が聞きましたのはもう一つありまして、集客に対応する

ための必要台数かということを、どのように検討しておられるのかということを聞いております

ので、その点よろしくお願いします。

○議長（石上 良夫君） 健康福祉課長、前田和子君。

○健康福祉課長（前田 和子君） 健康福祉課長でございます。大変失礼申し上げました。臨時特

例基金特別対策事業の内容についてのお尋ねでございますけれども、これは通所サービス利用促

進ということが主な事業でございます。ほかに視覚障がい者等の情報支援緊急基盤整備事業とい

うことで、携帯助聴器ということです。聞くものですね、聞くことを助ける器械ですね、そうい

うものの整備、あるいは相談支援発展推進事業、居住サポート事業、立ち上げ支援事業というよ

うなものが主な内容でございます。

それから、ゆうらくの改修工事でございますけれども、これは１０カ所予定をいたしておりま

す。内容を申し上げますと、玄関前ロータリー設置、それからデイとユニット部の扉の設置、そ

れから、特浴室、脱衣場の壁の設置でございますね、それから厨房、中庭、室外機の保護という

ことです。それと、ウッドデッキの補修、杏ユニット非常口扉の改修、それから厨房フローリン

グ張りかえ、それから桐ユニットのエアコン設置、それから職員玄関のひさしの設置ということ、

以上１０カ所を予定をいたしております。以上です。

○議長（石上 良夫君） 産業課長、景山毅君。

－８１－



○産業課長（景山 毅君） 集客ということでございますけども、現在は３台で回しておられまし

て、当然その台数が必要だというふうに考えております。

○議長（石上 良夫君） ほかに質疑はありませんか。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） ３点ぐらいだと思いますけど、ちょっとお聞きします。

予算書の１３ページなんですが、財産管理費で委託料で、電算機器保守点検委託料ということ

であるんですけども、これが私は何か、聞き間違いならごめんなさいね、何か期限切れなんでと

いうことだったんですけども、これは機械の期限切れなんでしょうか、それとも保守の管理会社

との契約の期限が来たということなんでしょうか、そのことがどうなのかということを聞きます。

それから、同じページで、一番下段なんですけども、町税過誤納還付金ということで固定資産

の関係だと言われたんですけども、これはどういうことかよくまだわかりませんので、再度説明

をいただきたいんです。

それから、一番下の分の次世代育成支援対策の交付金の返還というんですか、これもどういう

ことか、金額としては２万円なんですけども、どういう内容かということを御説明お願いします。

それから、ずっと飛ぶんですけども２３ページ、教育費の関係なんですけども、いわゆるデジ

タルテレビの購入なんですけども、私は金額がどのぐらい、１台当たりがどのぐらいのもんかわ

かりませんけども相当な金額なんで、これは台数がまさか１台ではないですね、大体、単価がど

れぐらいするんで、何台を購入予定されてるかということをお聞きしますので、よろしくお願い

します。

○議長（石上 良夫君） 企画政策課長、長尾健治君。

○企画政策課長（長尾 健治君） 亀尾議員の最初の御質問にお答えをいたします。保守の期限が

切れますので、そのためにシステムの改修を委託するということでございます。保守期限が切れ

ますと、何かあっても見てもらえませんのでということでございます。

○議長（石上 良夫君） 税務課長、米澤睦雄君。

○税務課長（米澤 睦雄君） 税務課長です。町税過誤納還付金の２００万でございますが、これ

につきましてはまず第１点が、平成１４年度の建築でございますが、鳥取西部農協の建物につき

まして、これが再建築費評点数を誤って入力したために誤賦課が発生したことがわかりまして、

まずこれで１５０万円の還付になります。

それから、もう１点は、これは会社名はちょっと外しますけれども、地方税法第３４８条第４

項に中小企業等協同組合法による組合が所有し、かつ使用する事務所及び倉庫に対しては、固定

－８２－



資産税を課することができないという非課税の項目がございますが、これが平成１２年新築の該

当します事務所、これに課税がしてあったということがわかりまして、これも４３万１，９００

円還付するというものでございます。以上です。

○議長（石上 良夫君） 町民生活課長、分倉善文君。

○町民生活課長（分倉 善文君） 町民生活課長でございます。平成２０年度次世代育成支援対策

交付金還付金の２万円でございますが、これは平成２０年度に２４万８，０００円交付金をいた

だいておりまして、実績が２２万８，０００円ということになったために、２万円交付金を返還

するものでございます。以上でございます。

○議長（石上 良夫君） 教育次長、稲田豊君。

○教育次長（稲田 豊君） 教育次長です。私の方からは、先ほどありました２３ページの、テ

レビの関係でございますけども、これはスクール⋞ニューディール政策の絡みの中で、学校のＩ

ＣＴ化に伴う整備でございます。台数でいきますと小学校３校合わせまして４５台、各教室に１

台ずつを予定をしております。中学校の方では、合わせまして２６台を予定をしております。単

価の方ですけれども、現在の積算をしておりますものは４２インチのプラズマテレビで、キャス

ター、移動可能なものと吊り下げのものがございますけども、約３０万程度の予定をしておりま

す。

○議長（石上 良夫君） ほかに質疑はありませんか。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） わかりましたけれども再度、企画政策課長にもう一度お聞きする

んですけども、つまり機械そのものを更新するということでしょうか、あるいは会社との契約を

更新する、どっちでしょうか。ようわかりませんので、もう一度お願いします。

○議長（石上 良夫君） 企画政策課長、長尾健治君。

○企画政策課長（長尾 健治君） 亀尾議員さんの御質問にお答えします。私はシステムが古くな

って保守の期限が来たというふうに申し上げましたけども、ちょっとほかのものと一緒にしてお

りました、訂正いたします。これは、住民税公的年金からの特別徴収対応システムというものを

改修するということで、ことしの当初予算で組んでいたものが、３５０万安くできる見通しにな

ったということでございます。ちなみにこのシステムの改修は初めてでありまして、昨年予算を

組んだ時点では、まだ詳細はつかみにくかったという事情がありまして、この減額が生まれたと

いうことでございます。よろしくお願いします。

○議長（石上 良夫君） ほかに質疑はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第８０号、平成２１年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第８１号、平成２１年度南部町老人保健特別会計補正予算（第１

号）。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 議案第８２号、平成２１年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） お諮りいたします。本日の上程議案についての議案説明は終わりました

が、質疑を保留のまま、会議規則第４９条の規定により、１５日の会議に議事を継続したいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 御異議なしと認めます。よって、本日の上程議案は、１５日の会議に議

事を継続いたします。

⋞ ⋞

○議長（石上 良夫君） 以上をもちまして本日の日程の全部を終了いたしました。

これをもって本日の会を閉じたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石上 良夫君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議は、これをもって散会とい

たします。

また、来週１４日は定刻より本会議を持ちまして、一般質問を行う予定でありますので、御参

集よろしくお願いを申し上げます。遅くまで御苦労さんでした。

午後６時１０分散会
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